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前村　佳幸：向姓新城家の軌跡と板良敷親雲上の跡目僉議

は
じ
め
に

　

近
世
の
琉
球
で
は
、
家
譜
の
所
持
が
認
め
ら
れ
た
士
族
が
王
家
の
近
習
や
王
府
の

役
人
な
ど
の
家
臣
団
を
構
成
し
て
い
た
。
各
士
族
に
は
漢
字
一
文
字
の
中
国
風
の
姓

が
定
め
ら
れ
て
お
り
（
宮
古
・
八
重
山
で
は
復
姓
）、
向
姓
は
第
二
尚
氏
王
統
の
連

枝
と
し
て
の
家
系
を
示
す
。
向
姓
に
は
、
国
王
か
ら
嗣
子
を
求
め
ら
れ
た
り
、
王
子

に
家
統
を
継
が
せ
た
り
す
る
よ
う
な
浦
添
家
や
伊
江
家
の
よ
う
に
、
王
朝
の
永
続
の

た
め
に
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
た
家
統
も
あ
れ
ば
、
王
府
か
ら
惣
地
頭
・
脇
地
頭
職
を

あ
た
え
ら
れ
た
按
司
・
下
司
の
よ
う
な
知
行
持
、そ
こ
か
ら
さ
ら
に
分
岐
し
て「
諸
士
」

と
し
て
世
襲
的
な
位
階
は
も
と
よ
り
当
座
の
役
職
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
者
が
お
り
、

そ
う
し
た
家
統
は
王
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旧

系
図
座
筆
者
足
二
名
の
連
名
に
よ
る
『
氏
集
』（
一
八
九
四
年
）
に
は
二
九
五
部
の

向
姓
家
譜
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う

（
１
）

。
こ
の
よ
う
に
家
統
が
増
え
て
も
各
世
帯
が
相
応

の
富
貴
を
享
受
す
る
こ
と
は
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
首
里
、
久
米
村
、
那
覇
・
泊
で
序
列
や
役
職
な
ど
の
差
異
が
設
け
ら
れ
て

い
た
が
、
首
里
系
は
琉
球
で
最
も
格
式
が
高
い
家
系
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
と
対
応

し
て
、
上
級
官
職
を
専
有
し
つ
つ
、
そ
の
ポ
ス
ト
が
向
姓
以
外
の
由
緒
あ
る
家
柄
の

た
め
に
充
当
さ
れ
る
傾
向
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
新
城
家
文
書
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
を
主
た
る
史

料
と
し
て

（
２
）

、
王
家
支
流
と
し
て
の
向
姓
士
族
と
首
里
王
府
と
の
関
係
に
つ
い

て
具
体
例
を
示
し
た
い
。
さ
ら
に
、
家
伝
で
な
い
史
料
か
ら
向
姓
士
族
の
経

歴
を
知
る
た
め
に
、
琉
球
国
王
尚
家
関
係
資
料
の
「
尚
家
文
書
」（
那
覇
市

歴
史
博
物
館
所
蔵
）
に
お
け
る
板
良
敷
里
之
子
の
跡
目
継
承
を
め
ぐ
る
一
九

世
紀
前
半
に
行
わ
れ
た
僉
議
を
検
討
す
る
。

第
一
章
　
新
城
家
の
家
譜
と
系
図

　

向
姓
新
城
家
は
、
第
二
尚
氏
第
一
一
代
の
尚
貞
王
（
位
一
六
六
九
～

一
七
〇
九
年
）
の
三
男
小
禄
王
子
尚
綱
の
五
男
向
朝
規
（
朝
雄
）
を
系
祖

と
す
る
家
統
で
あ
る

（
３
）

。
向
朝
規
は
第
一
三
代
尚
敬
王
（
位
一
七
一
三
～

一
七
五
一
年
）
の
時
代
の
人
物
で
あ
り
、若
く
し
て
宜
野
湾
間
切
の
新
城
（
あ

ら
ぐ
す
く
）
地
頭
職
に
任
じ
ら
れ
た
。
新
城
親
雲
上
は
尚
敬
王
と
ほ
ぼ
同
年

齢
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
尚
敬
王
は
王
世
子
尚
純
の
孫
な
の
で
尚
円
王
を
起
点

と
す
る
世
数
で
は
向
朝
規
の
方
が
一
世
上
で
あ
る
。
つ
ま
り
昭
穆
が
異
な
る

の
で
あ
る
が
、
君
臣
関
係
の
観
点
で
は
、
尊
卑
長
幼
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

国
王
の
子
孫
と
い
え
ど
も
、
世
代
が
下
る
に
つ
れ
、
さ
ら
に
国
王
の
家
筋
が

向
姓
新
城
家
の
軌
跡
と
板
良
敷
親
雲
上
の
跡
目
僉
議
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変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
じ
兄
弟
で
も
嫡
子
以
外
の
者
は
別
の
家
統
を
自
立
さ
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
島
尻
地
方
の
東
風
平
間
切
に
も
同
名
の
地
頭
所
が
あ
り
、
家
名
は

同
じ
で
も
姓
（
う
じ
）
が
異
な
る
。
し
か
も
地
頭
職
が
流
動
的
な
の
で
、
名
嶋
が
同

じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
同
じ
先
祖
か
ら
分
岐
し
た
父
系
親
族
（
リ
ニ
ー
ジ
）
を
意
味

す
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

向
姓
新
城
家
の
家
譜
の
系
図
を
見
る
と
、
朝
雄
を
起
点
と
し
て
い
な
が
ら
二
世
小

宗
と
し
て
「
元
祖
尚
綱
小
禄
王
子
朝
奇
五
男
也
」
と
記
す
。
こ
れ
だ
と
朝
奇
の
五
男

が
朝
雄
の
父
の
よ
う
に
解
し
か
ね
な
い
が
、
一
世
に
あ
た
る
の
は
朝
奇
で
あ
る
。
元

祖
と
し
て
朝
奇
を
祀
る
嫡
子
を
は
じ
め
朝
雄
の
兄
弟
は
各
自
の
家
譜
を
持
つ
こ
と
に

な
り
、
別
々
の
家
統
に
分
岐
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。『
中
山
世
譜
』
首
巻
の
「
大

琉
球
国
中
山
万
世
王
統
之
図
」
で
は
、
各
世
数
で
国
王
・
王
世
子
を
中
心
に
し
て
い

る
が
、
そ
れ
以
外
の
き
ょ
う
だ
い
は
男
女
を
問
わ
ず
出
生
順
に
右
か
ら
左
へ
と
交
互

に
配
置
し
て
い
る
。
士
族
層
の
系
図
で
は
、
最
初
に
生
ま
れ
た
子
供
を
中
心
と
し
て

い
る
。
系
図
の
形
式
は
見
た
と
こ
ろ
中
国
風
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
琉
球
家
譜
の
特
徴

と
し
て
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
名
前
の
上
に
長
女
な
ど
と
続
柄
を

明
記
し
て
い
る
、
そ
こ
に
系
図
座
の
朱
印
（
系
紀
之
印
）
が
あ
る
の
で
、
当
時
の
人

も
取
り
違
え
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
本
稿
で
掲
載
し
て
い
る
系
図

は
、
家
譜
の
紀
録
に
基
づ
き
家
族
構
成
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
、
右
か
ら
左
に
出

生
順
に
き
ょ
う
だ
い
（
尚
・
向
姓
の
男
性
は
朝
の
字
を
共
有
し
て
お
り
、
こ
れ
を
名

乗
頭
字
と
い
う
）
を
配
し
、配
偶
者
も
示
し
た
も
の
で
あ
り
、原
本
の
「
向
姓
世
系
図
」

と
は
異
な
る
。
な
お
、
本
家
譜
で
は
妻
室
の
生
没
年
や
法
号
そ
し
て
娘
の
嫁
ぎ
先
が

全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
家
譜
の
記
録
部
分
を
通
覧
す
る
と
、

朝
雄
の
子
孫
が
地
頭
職
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
地
名
を
名
嶋
と
し
て
称

し
て
、
こ
れ
が
家
名
と
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ち
な
み
に
、
朝
雄
の
後
に
新
城
地

頭
職
を
あ
て
が
わ
れ
た
家
統
は
安
良
城
と
呼
ば
れ
新
城
家
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
以

下
、
紀
録
の
全
文
を
示
す
。

【
家
譜
紀
録
】

向
姓
家
譜　

支
流

　
　
　

紀
録

　

二
世
朝
雄　

新
城
親
雲
上

童
名
小
樽
金
、
唐
名
向
成
規
、
行
五
。
康
煕
四
十
年
辛
巳
八
月
十
五
日
生
。

父
尚
綱
小
禄
王
子
朝
奇
。

母
毛
氏
佐
渡
山
親
方
安
村
女
名
嘉
眞
翁
主
童
名
松
金
。

室
章
氏
野
國
親
雲
上
正
方
女
眞
牛
。

長
女
松
金
。
康
煕
五
十
九
年
庚
子
九
月
二
十
五
日
生
。

次
女
眞
龜
。
康
煕
六
十
一
年
壬
寅
十
二
月
二
十
一
日
生
。
雍
正
七
年
己
酉
九
月

十
九
日
死
。
享
年
八
。

長
男
朝
賀
。
童
名
樽
金
。
雍
正
三
年
乙
巳
八
月
二
十
四
日
生
。
同
七
年
己
酉
八

月
七
日
夭
。
享
年
五
。

次
男
朝
永
。
童
名
樽
金
。
雍
正
七
年
己
酉
六
月
十
四
日
。
同
十
一
年
癸
丑
六
月

三
十
日
夭
。
享
年
五
。

三
男
朝
明
。
童
名
思
五
郎
。
雍
正
十
年
壬
子
五
月
四
日
生
。
同
十
三
年
乙
卯
十

月
十
九
日
夭
。
享
年
四
。

四
男
朝
秀
。
童
名
小
樽
金
。
唐
名
向
得
權
。
雍
正
十
三
年
乙
卯
七
月
二
十
六
日

生
。
乾
隆
五
年
庚
申
九
月
七
日
夭
。
享
年
六
。

繼
室
葉
氏
石
原
筑
登
之
親
雲
上
守
房
女
思
戸
。

五
男
朝
林
。

三
女
眞
鶴
。
乾
隆
九
年
甲
子
十
一
月
二
十
日
生
。

六
男
朝
義
。

尚
敬
王
世
代

康
煕
五
十
六
年
丁
酉
八
月
六
日
、
爲
御
書
院
御
小
姓
叙
若
里
之
子
。
此
時
、
恭

蒙　

聖
上
及
方
氏
眞
壁
按
司
加
那
志
遣
使
賀
賜
御
玉
貫
一
雙
完
。
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康
煕
五
十
七
年
戊
戌
八
月
十
七
日
、
結
欹
髻
。

同
五
十
八
年
己
亥
七
月
二
十
八
日
、
叙
黄
冠
。

雍
正
元
年
癸
卯
六
月
十
五
日
、
叙
當
座
敷
。

同
二
年
甲
辰
十
月
十
七
日
、
任
宜
野
灣
間
切
新
城
地
頭
職
。

同
四
年
丙
午
六
月
二
十
八
日
、任
下
庫
理
當
。同
五
年
丁
未
十
二
月
、因
病
辞
職
。

同
九
年
辛
亥
六
月
十
五
日
、
陞
座
敷
。

乾
隆
十
三
年
戊
辰
六
月
十
五
日
、
任
御
番
頭
職
。

同
二
十
年
乙
亥
十
一
月
三
日
卒
。
享
年
五
十
五
。
號
徳
載
。

送
葬
之
日
、　

蒙
國
祖
母
毛
氏
聞
得
大
君
加
那
志
・
國
母
馬
氏
佐
敷
按
司
加
那

志
遣
女
官
祭
賜
御
香
五
本
御
玉
貫
一
雙
。

　

三
世
朝
林　

新
城
里
之
子

童
名
真
三
郎
、
唐
名
向
克
知
、
行
五
。
乾
隆
七
年
壬
戌
正
月
十
四
日
生
。

父
朝
雄
。

母
葉
氏
思
戸
。

尚
穆
王
世
代

乾
隆
十
八
年
癸
酉
二
月
五
日
、
爲
下
庫
理
小
赤
頭
。

同
二
十
一
年
丙
子
八
月
二
十
一
日
、
結
欹
髻
。

同
三
十
年
乙
酉
十
二
月
朔
日
、
叙
若
里
之
子
。

同
三
十
八
年
癸
巳
十
一
月
四
日
死
。
享
年
三
十
二
。
號
自
心
。

　

三
世
朝
義　

新
城
里
之
子
親
雲
上

童
名
惠
茶
留
金
、
唐
名
向
克
諧
、
行
六
。
乾
隆
十
三
年
戊
辰
十
二
月
六
日
生
。

父
朝
雄
。

母
葉
氏
思
戸
。

室
葛
氏
與
世
里
親
雲
上
秀
義
女
眞
鶴
。

長
男
朝
設
。

長
女
思
戸
。
乾
隆
四
十
三
年
戊
戌
四
月
二
十
八
年
生
、
嘉
慶
十
七
年
壬
申
二
月

十
一
日
死
。
享
年
三
十
五
。
號
蓮
室

次
女
松
金
。
乾
隆
四
十
六
年
辛
丑
閏
五
月
十
九
日
生
。

次
男
朝
長
。

尚
穆
王
世
代

乾
隆
二
十
七
年
壬
午
八
月
二
十
日
、
結
欹
髻
。

同
四
十
年
乙
未
十
二
月
十
日
、
叙
若
里
之
子
。

同
五
十
二
年
丁
未
十
二
月
朔
日
、
叙
黄
冠
。

嘉
慶
十
五
年
庚
午
二
月
三
十
二
日
不
禄
。
壽
六
十
三
。
號
徳
雲
。

　

四
世
朝
設　

新
城
里
之
子
親
雲
上

童
名
小
樽
金
、
唐
名
向
世
道
、
行
一
。
乾
隆
四
十
年
乙
未
七
月
二
十
六
日
生
。

父
朝
義
。

母
葛
氏
眞
鶴
。

室
向
氏
豊
平
親
雲
上
朝
承
女
思
鍋
。

長
男
朝
源
。

次
男
朝
要
、
兄
向
乘
行
因
無
嗣
子
、
題
請
爲
跡
目
。

長
女
眞
鶴
、
嘉
慶
十
三
年
戊
辰
閏
五
月
七
日
生
。

尚
穆
王
世
代

乾
隆
五
十
五
年
庚
戌
三
月
朔
日
、
結
欹
髻
。

尚
溫
王
世
代

嘉
慶
三
年
戊
午
十
二
月
朔
日
、
爲
評
定
所
花
當
。

同
四
年
己
未
十
二
月
朔
日
、
爲
評
定
所
里
之
子
。

尚
灝
王
世
代

嘉
慶
九
年
甲
子
十
月
二
十
七
日
、
叙
黄
冠
。

同
十
一
年
丙
寅
八
月
五
日
、
爲
平
等
所
筆
者
。

同
十
三
年
戊
辰
四
月
二
十
三
日
不
禄
。
享
年
三
十
四
。
號
廊
庵
。

　

四
世
朝
長
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童
名
思
次
良
、
唐
名
向
世
徳
、
行
二
。
乾
隆
四
十
九
年
甲
辰
二
月
五
日
生
。

父
朝
義
。

母
葛
氏
眞
鶴
。

室
向
氏
國
頭
里
之
子
親
雲
上
朝
嘉
女
真
牛
。

長
男
朝
通
。

長
女
眞
鶴
、
嘉
慶
二
十
一
年
丙
子
十
一
月
二
十
一
日
生
。

次
女
眞
加
戸
、
道
光
元
年
辛
巳
十
二
月
三
十
日
生
。

尚
溫
王
世
代

嘉
慶
三
年
戊
午
三
月
五
日
、
結
欹
髻
。

尚
灝
王
世
代

嘉
慶
十
三
年
戊
辰
十
二
月
二
十
七
日
、
叙
若
里
之
子
。

同
二
十
一
年
丙
子
六
月
十
五
日
、
爲
聞
得
大
君
御
殿
庫
理
筆
者
。

同
二
十
二
年
丁
丑
十
二
月
朔
日
、
叙
黄
冠
。

　

五
世
朝
源

童
名
思
龜
、
唐
名
向
乘
行
、
行
一
。
嘉
慶
五
年
庚
申
八
月
九
日
生
。

父
朝
設
。

母
向
氏
思
鍋
。

尚
灝
王
世
代

嘉
慶
十
九
年
甲
戌
十
一
月
十
五
日
、
結
欹
髻
。

同
二
十
四
年
己
卯
十
二
月
二
十
五
日
、
爲
評
定
所
花
當
。

道
光
元
年
辛
巳
四
月
五
日
、
爲
評
定
所
里
之
子
。

同
二
年
壬
午
七
月
四
日
不
禄
。
享
年
二
十
三
。
號
一
蓮
。

　

五
世
朝
要

童
名
惠
茶
留
、
唐
名
向
乘
慎
、
行
二
。
嘉
慶
十
年
乙
丑
二
月
十
六
日
生
。

父
朝
設
。

母
向
氏
思
鍋
。

室
兆
氏
森
田
筑
登
之
親
雲
上
孟
由
女
眞
加
戸
。

長
女
眞
鍋
、
道
光
十
年
庚
寅
十
月
六
日
生
、
同
十
一
年
辛
卯
十
月
十
九
日
夭
。

享
年
二
。

長
男
朝
信
、
童
名
思
龜
、
唐
名
向
維
照
。
道
光
十
二
年
壬
申
閏
九
月
九
日
生
、

同
十
三
年
癸
巳
五
月
十
七
日
夭
。
享
年
二
。

繼
室
東
氏
佐
久
本
里
之
子
親
雲
上
政
盛
女
眞
加
戸
。

次
男
朝
憲
、
因
兄
朝
信
夭
亡
、
請
譜
司
爲
嫡
子
。

三
男
朝
進
。

四
男
朝
章
。

五
男
朝
倍
。

繼
室
向
氏
南
風
原
里
之
子
親
雲
上
朝
章
女
思
戸
。

六
男
朝
英
。

尚
灝
王
世
代

嘉
慶
二
十
四
年
乙
卯
五
月
五
日
、
結
欹
髻
。

道
光
五
年
乙
酉
十
二
月
朔
日
、
爲
評
定
所
花
當
。

同
六
年
丙
戌
十
二
月
朔
日
、
爲
評
定
所
里
之
子
。

同
八
年
戊
子
十
二
月
朔
日
、
爲
下
庫
理
里
之
子
。

同
十
三
年
癸
巳
十
月
二
十
六
日
、
兄
向
乘
行
無
嗣
子
、
題
請
爲
跡
目
。

同
年
十
二
月
朔
日
、
叙
黄
冠
。

尚
育
王
世
代

道
光
十
五
年
乙
未
十
二
月
朔
日
、
爲
納
殿
筆
者
。

咸
豐
八
年
戊
午
十
二
月
十
五
日
不
禄
。
享
年
五
十
四
。
號
寂
然
。

　

五
世
朝
通

童
名
小
樽
金
、
唐
名
向
志
建
、
行
一
。
嘉
慶
十
六
年
辛
未
十
二
月
十
六
日
生
。

父
朝
長
。

母
向
氏
眞
牛
。

－ 4 －

－ 221 －



前村　佳幸：向姓新城家の軌跡と板良敷親雲上の跡目僉議

　

六
世
朝
憲

童
名
小
樽
、
唐
名
向
維
新
、
行
二
。
道
光
十
五
年
乙
未
七
月
十
七
日
生
。
因
兄

朝
信
夭
亡
、
請
譜
司
爲
嫡
子
。

父
朝
要
。

母
東
氏
眞
加
戸
。

室
朱
氏
松
川
里
之
子
親
雲
上
直
光
女
眞
嘉
戸
。

長
女
眞
牛
、
咸
豐
六
年
丙
辰
六
月
三
日
生
。

次
女
眞
鶴
、
同
治
四
年
乙
丑
正
月
五
日
生
。

長
男
朝
忠
。

尚
泰
王
世
代

道
光
二
十
九
年
己
酉
十
一
月
十
日
、
結
欹
髻
。

咸
豐
三
年
癸
丑
六
月
朔
日
、
爲
御
料
理
座
筆
者
、
叙
若
里
之
子
。

　

六
世
朝
進

童
名
松
金
、
向
維
達
、
行
三
。
道
光
十
八
年
戊
戌
十
月
六
日
生
。

父
朝
要
。

母
東
氏
眞
嘉
戸
。

室
讀
谷
山
間
切
上
地
村
百
姓
牛
照
屋
女
眞
蒲
戸
。

長
女
眞
牛
、
同
治
四
年
乙
丑
八
月
二
十
八
日
生
。

次
女
眞
嘉
戸
、
同
治
九
年
庚
午
五
月
二
十
五
日
生
。

尚
泰
王
世
代

咸
豐
二
年
壬
子
十
二
月
五
日
、
結
欹
髻
。

　

六
世
朝
章

童
名
眞
山
戸
、
唐
名
向
維
振
、
行
四
。
道
光
二
十
年
庚
子
十
一
月
十
四
日
生
。

父
朝
要
。

母
東
氏
眞
嘉
戸
。

尚
泰
王
世
代

咸
豐
四
年
甲
寅
四
月
十
五
日
、
結
欹
髻
。

　

六
世
朝
倍

童
名
惠
茶
留
金
、唐
名
向
維
昌
、行
五
。道
光
二
十
三
年
癸
卯
六
月
二
十
四
日
生
。

父
朝
要
。

母
東
氏
眞
嘉
戸
。

室
孫
氏
平
田
筑
登
之
嗣
有
女
眞
蒲
戸
。

長
男
朝
道
。

尚
泰
王
世
代

咸
豐
八
年
戊
午
九
月
五
日
、
結
欹
髻
。

同
治
十
二
年
癸
酉
八
月
二
十
二
日
不
禄
。
享
年
三
十
一
。
號
桂
岩
。

　

六
世
朝
英

童
名
真
三
郎
、
唐
名
向
維
輝
、
行
六
。
咸
豐
八
年
戊
午
十
月
九
日
生
。

父
朝
要
。

母
向
氏
思
戸
。

尚
泰
王
世
代

同
治
十
二
年
癸
酉
二
月
二
十
日
、
結
欹
髻
。

　

七
世
朝
忠

童
名
思
龜
、
唐
名
向
有
志
、
行
一
。
同
治
八
年
己
巳
八
月
九
日
生
。

父
朝
憲
。

母
朱
氏
眞
嘉
戸
。

　

七
世
朝
道

童
名
真
牛
、
唐
名
向
大
榮
、
行
一
。
同
治
七
年
戊
辰
八
月
十
三
日
生
。

父
朝
倍
。

母
孫
氏
眞
蒲
戸
。
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父
松
川
里
之
子
親
雲
上

　朱
直
光

向
姓
新
城
家
系
図松

金
真
亀

朝
賀

朝
永

朝
明

朝
林

朝
義

真
鶴

尚
貞
王
第
三
子

小
禄
王
子
尚
綱
五
男

新
城
親
雲
上
向
成
規

朝
雄
1701生
1755没

真
牛

父
野
国
親
雲
上

　章
方
正

思
戸
朝
雄
継
室

父
石
原
筑
登
之
親
雲
上

　葉
守
房

真
鶴

1720生1722生
享年8

（夭）（夭）（夭）1742生
1766没

1744生1749生
1810没

新
城
里
之
子

新
城
里
之
子
親
雲
上

父
与
世
里
親
雲
上

　葛
秀
義

朝
設
跡
目

朝
設

思
戸

松
金

朝
長

真
牛

思
鍋

朝
源

朝
要

真
加
戸

真
加
戸

思
戸

真
鶴

朝
通

真
鶴

真
加
戸

真
鶴

朝
信

朝
憲

真
嘉
戸

朝
進

ま
か
と

朝
章

朝
倍

朝
英

真
蒲
戸

真
牛

真
鶴

朝
忠

真
嘉
戸

真
牛

朝
道

⎧
⎩

⎫
⎭

⎧
⎩

⎫
⎭

⎧
⎩

⎫
⎭

⎧
⎩

⎫
⎭

1775生
1808没
⎧
⎩

⎫
⎭

父
向
朝
承

　豊
平
親
雲
上

1778生
1812没
⎧
⎩

⎫
⎭

1781生

新
城
里
之
子
親
雲
上

1784生
1858没
⎧
⎩

⎫
⎭

父
向
朝
嘉

　国
頭
里
之
子
親
雲
上

1800生
1822没
⎧
⎩

⎫
⎭

1805生
1859没
⎧
⎩

⎫
⎭

（夭）

父
森
田
筑
登
之
親
雲
上

　兆
孟
由

（夭）

朝
要
継
室

父
佐
久
本
里
之
子
親
雲
上

　東
政
盛

朝
要
継
室

父
向
朝
章

　南
風
原
里
之
子
親
雲
上

1808生1812生1817生
1822生

（夭） 1835生
1871没
⎧
⎩

⎫
⎭

1838生
出継
朝長

⎫

⎭

⎧

⎩

1840生1843生
1873没
⎧
⎩

⎫
⎭

父
百
姓
う
し
照
屋

1868生

父
平
田
筑
登
之

　孫
嗣
有

1856生1865生1869生1865生
1870生

新
城
里
之
子
親
雲
上

（夭）（夭）
（夭）

朝
要
嫡
子1858生

朝
秀
（夭）
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こ
の
家
譜
の
記
載
事
項
は
、新
城
親
雲
上
朝
雄
生
誕
の
康
煕
四
〇
年
（
一
七
〇
一
）

か
ら
同
治
一
二
年
（
一
八
七
三
）
ま
で
で
あ
り
、
朝
雄
五
世
孫
の
「
七
世
」
朝
忠
ら

が
元
服
す
る
前
に
琉
球
処
分
を
迎
え
て
い
る
。新
城
家
の
世
代
交
替
を
見
て
い
く
と
、

朝
雄
の
最
初
の
妻
と
の
子
供
は
長
女
を
除
き
夭
折
し
て
お
り
、
継
室
と
の
間
の
朝
林

が
新
城
里
之
子
、
そ
の
死
後
に
弟
の
朝
義
（
一
七
四
八
～
一
八
一
〇
年
）
が
新
城
里

之
子
親
雲
上
と
し
て
家
統
を
継
ぎ
、
朝
義
の
長
男
朝
設
と
次
男
朝
長
も
黄
冠
の
位
階

に
達
し
た
。
朝
設
の
長
男
朝
源
の
死
に
よ
り
次
男
朝
要
が
跡
目
を
継
ぎ
、
そ
の
長
男

朝
信
が
夭
折
し
た
の
で
、異
母
弟
の
朝
憲
が
嫡
子
と
な
っ
て
い
る
。「
久
場
川
村
嫡
子
」

と
い
う
の
が
朝
設
・
朝
要
・
朝
憲
の
基
本
的
な
公
的
呼
称
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
朝

要
と
朝
憲
は
新
城
家
の
跡
目
継
承
者
で
あ
る
が
、
家
譜
に
位
階
称
号
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
家
譜
を
仕
立
て
た
段
階
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
章
を
改
め
新
城
家
家
伝
の
王
府
発
給
文
書
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
る
。
本
稿
に
お
け
る
王
府
発
給
文
書
と
は
、
朱
印
の
あ
る
も
の
ば
か

り
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
王
府
各
部
局
の
公
印
と
担
当
役
人
の
印
判
を
も
っ
て
認
証

さ
れ
て
い
る
文
書
も
含
む
。

第
二
章
　
家
伝
の
文
献
と
文
書
類

　

士
族
層
が
所
持
し
て
い
た
文
字
資
料
と
し
て
現
存
す
る
も
の
と
し
て
は
家
譜
が
最

も
多
く
、
他
に
何
か
あ
れ
ば
「
付
属
資
料
」
と
し
て
特
記
さ
れ
る
ほ
ど
古
文
書
類
の

原
本
は
遺
さ
れ
て
い
な
い

（
４
）

。
こ
れ
は
家
譜
の
み
が
当
該
士
族
の
家
系
と
各
世
代
の
成

員
の
位
階
称
号
と
経
歴
を
公
的
か
つ
包
括
的
に
記
録
す
る
書
冊
で
あ
り
、
位
牌
と
と

も
に
祖
先
と
の
関
係
を
明
確
に
示
す
た
め
、
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
子
孫
や
関
係

者
に
よ
っ
て
大
事
に
保
管
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

新
城
家
文
書
の
文
献
に
は
公
的
な
も
の
と
私
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
後
者
は
位
牌

の
仕
立
や
洗
骨
・
忌
日
な
ど
家
庭
内
の
祭
祀
法
事
に
か
か
わ
る
書
付
で
多
く
が
近
代

に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
咸
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
に
「
五
世
」
朝
要

が
入
手
し
た
冊
子
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
御
當
國
御
検
地
之
法
令
集
」
と
「
王
代
記
」

を
合
綴
し
た
も
の
で
、後
者
は
舜
天
王
か
ら
尚
穆
王
に
及
ぶ
王
府
の
記
録
で
『
球
陽
』

に
準
じ
る
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
中
国
と
日
本
の
年
号
そ
し
て
琉
球
の
王
代
を
対
照

す
る
項
目
も
あ
る
。
こ
れ
は
王
府
の
役
人
と
し
て
の
職
務
や
士
族
層
の
素
養
と
し
て

必
要
な
事
柄
を
ま
と
め
た
も
の
と
み
ら
れ
、
近
世
琉
球
史
の
諸
論
点
に
光
を
当
て
る

史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

新
城
家
文
書
の
「
覚
」
か
ら
、「
四
世
」
朝
設
（
一
七
七
五
～
一
八
〇
八
年
）
が

嘉
慶
八
年
癸
亥
に
お
け
る
尚
成
王
の
薨
御
即
日
（
亥
十
二
月
廿
六
日
、
一
八
〇
四
年

二
月
七
日
）
に
新
城
里
之
子
と
し
て
評
定
所
加
勢
筆
者
を
勤
め
た
こ
と
、「
五
世
」

朝
要
（
一
八
〇
五
～
一
八
五
九
年
）
が
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
父
朝
設
の
跡
目
を
継

承
し
、
尚
育
王
の
薨
御
即
日
（
道
光
二
七
年
丁
未
九
月
十
七
日
）
に
新
城
里
之
子
親

雲
上
と
し
て
仲
井
真
里
之
子
親
雲
上
と
と
も
に
「
玉
陵
殿
御
拂
除
方
筆
者
」
を
命
じ

ら
れ
た
こ
と
な
ど
、折
々
に
役
目
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、

一
八
三
五
年
生
ま
れ
の
「
六
世
」
朝
憲
は
聞
得
大
君
（
尚
温
王
の
妃
で
尚
成
王
の
母
）

の
祝
い
事
に
供
奉
し（
戌
：
道
光
二
九
年
）、取
納
座
の
加
増
加
勢
筆
者
代
役（
乙
卯
：

咸
豊
六
年
）、
評
定
所
里
之
子
兼
禄
組
方
加
増
筆
者
（
申
：
咸
豊
一
〇
年
）、
御
座
当

方
筆
者
兼
伊
江
王
子
仮
与
力
（
亥
：
同
治
二
年
）、平
等
所
筆
者
（
丑
：
同
治
四
年
）、

大
与
座
仮
筆
者
（
巳
：
同
治
八
年
）、
物
奉
行
の
催
促
方
主
取
冨
里
里
之
子
親
雲
上

の
後
任
（
申
：
同
治
一
一
年
）
を
勤
め
、
一
八
四
九
年
か
ら
一
八
六
三
年
の
間
に
新

城
子
か
ら
赤
冠
の
新
城
里
之
子
そ
し
て
黄
冠
の
新
城
里
之
子
親
雲
上
へ
と
位
階
を
上

げ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
次
の
「
口
上
覚
」（
一
八
七
七
年
）
は
、
家
譜
の
成
立
後
に
朝
憲
の
弟

の
朝
進
が
祖
父
朝
設
の
兄
朝
長
の
跡
目
を
継
承
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
朝
進
の
弟
二

人
と
親
類
一
名
が
申
請
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

　

【
文
書
１
】

　
　
　
　

口
上
覺
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乍
恐
申
上
候
、
久
場
川
村
向
氏
次
男
新
城
里
之
子
親
雲
上
朝
長
事
、
男
子
壱
人

爲
致
出
生
事
御
座
候
處
、
致
夭
亡
、
朝
長
事
茂
咸
豐
八
年
五
月
致
病
死
、
旁
難

箇
敷
次
第
御
座
候
、
依
之
奉
訴
候
者
、
右
跡
目
之
儀
甥
分
ニ
者
可
繼
者
罷
居
不

申
、
同
村
三
男
新
城
里
之
子
朝
進
事
、
朝
長
為
ニ
者
本
宗
之
甥
孫
ニ
而
御
座
候

間
、
何
卒
朝
長
跡
目
朝
進
江
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
、
此
旨
可
然
様
、
被
仰
上

可
被
下
儀
、
奉
願
候
、
以
上
。

　
　

丑 

一
門
久
場
川
村
六
男

　
　
　
　

四
月 

新　
　
　

城　
　
　

子
（
印
）

朝
英

 

同
同
村
四
男

新

城

里

之

子
（
印
）

朝
章

 

親
類
下
儀
保
村
葛
氏
嫡
子

與
世
里
筑
登
之
親
雲
上
（
印
）

秀
盛

　
　

（
角
印
）　
　

（
以
下
断
裂
）

　

こ
の
「
口
上
覚
」
の
料
紙
の
右
端
に
は
別
の
案
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
該
当
箇
所

の
み
切
り
取
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
後
の
部
分
を
欠
く
が
、
次
の
よ
う
な
断
簡
が
あ
り
、

両
者
を
比
べ
る
と
斜
め
に
押
さ
れ
た
「
法
司
之
印
」
の
位
置
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
内
容

的
に
見
て
も
【
文
書
１
】
の
後
半
部
と
判
断
さ
れ
る
。
尚
泰
が
琉
球
藩
王
と
さ
れ
て

い
た
光
緒
三
年
丁
丑
（
明
治
一
〇
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
新
城
家
側
か
ら
系
図
座
宛

て
に
「
口
上
覚
」
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
料
紙
の
後
の
部
分
に
系
図
座
の
僉
議
所
見
と

担
当
者
の
印
判
が
押
印
さ
れ
返
却
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る

（
５
）

。

　
　

（
角
印
）

右
通
申
出
候
付
、
系
圖
相
糺
候
處
甥
分
ニ
者
可
繼
罷
居
不
申
候
間
、
頼
通
御
達

被
下
可
然
奉
存
候
。
以
上
。

　
　
　

丑　
　
　
　
　
　
　
　

御
系
圖
加
増
假
中
取

　
　
　
　

四
月 

野

國

親

雲

上
（
印
）

高

原

親

雲

上
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
假
主
取
足

恩

河

親

雲

上
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
中
取

美
里
里
之
子
親
雲
上
（
印
）

徳

永

親

雲

上
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
奉
行

崎

濱

親

方
（
印
）

新

城

按

司
（
印
）

今

歸

仁

王

子
（
印
）

　

朝
憲
の
よ
う
に
早
死
に
し
た
兄
の
代
わ
り
に
弟
が
父
の
後
を
継
ぎ
、
実
子
が
い
な

け
れ
ば
甥
（
兄
弟
の
子
）
な
い
し
父
方
の
従
兄
弟
の
子
が
嗣
子
と
し
て
継
ぐ
と
い
う

の
が
、「
昭
穆
」と
い
う
中
国
的
原
理
に
即
し
た
継
承
で
あ
る
。
第
二
尚
氏
王
統
で
は
、

孫
が
祖
父
か
ら
王
位
を
直
接
引
き
継
い
で
も
、
そ
の
父
は
王
世
子
と
し
て
王
統
の
世

数
に
組
み
込
ま
れ
、
系
図
と
太
廟
・
先
王
廟
の
祭
壇
で
も
国
王
と
同
じ
位
置
を
占
め

て
い
た
（
尚
純
・
尚
哲
）。
た
だ
し
、「
跡
目
」
は
家
督
と
い
う
地
位
や
家
産
の
継
承

を
め
ぐ
る
関
係
で
あ
っ
て
、
尚
灝
が
幼
君
尚
成
王
を
継
い
だ
よ
う
に
叔
父
が
甥
の
跡

目
を
継
い
だ
り
、
向
朝
進
が
夭
折
し
た
叔
父
朝
通
を
介
さ
ず
、
朝
通
の
父
の
跡
目
を

直
に
継
ぐ
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
得
る
。

　

そ
し
て
近
世
琉
球
の
制
度
と
し
て
、
兄
が
早
死
に
し
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
弟

が
士
族
の
嫡
子
に
な
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
門
親
類
の
連
署
の
上
で
系
図
座
に
申
請

し
て
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た

（
６
）

。
新
城
家
で
は
、
朝
要
が
嗣
子
の
な
い
兄
の
代

わ
り
に
跡
目
を
継
い
で
い
る
こ
と
を
系
図
座
の
筆
者
足
・
筆
者
に
認
証
し
て
も
ら
っ
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た
「
覚
」、
そ
し
て
次
男
朝
憲
を
嫡
子
と
す
る
た
め
に
提
出
し
た
「
口
上
覚
」
が
遺

さ
れ
て
い
る
（
朝
要
印
判
以
降
の
部
分
欠
略
）。
新
城
家
の
事
例
は
一
見
す
る
と
断

絶
し
て
い
た
家
統
を
再
興
す
る
こ
と
で
あ
り
、
異
例
中
の
異
例
と
い
う
べ
き
で
あ
る

が
、【
家
譜
紀
録
】「
五
世
朝
要
」
の
項
と
【
文
書
１
】「
口
上
覚
」
に
よ
る
と
、
朝

要
は
叔
父
朝
長
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
朝
長
の
家
は
存
続
し
て
い
た
（
家
譜

で
も
没
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
）。
し
か
も
朝
長
の
妻
真
牛
は
向
姓
で
あ
る
。
朝
長

の
老
後
と
遺
族
の
面
倒
を
見
て
家
屋
敷
や
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
者
が
求
め
ら
れ

（
７
）

、
そ
れ

を
孫
の
世
代
で
あ
る
朝
進
が
担
う
こ
と
に
な
り
、
任
せ
ら
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
昭
穆
の
観
点
か
ら
す
る
と
系
譜
に
ね
じ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
継
承
で
あ
る

と
は
い
え
、
王
府
と
し
て
は
中
国
的
原
理
と
の
整
合
性
よ
り
も
一
門
親
類
の
意
向
を

考
慮
し
イ
エ
の
存
続
の
方
を
優
先
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
家
譜
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
朝
進
の
妻
は
読
谷
山
間
切

上
地
村
の
百
姓
う
し
照
屋
の
娘
ま
か
ど
で
あ
る
。
こ
れ
も
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
朝
長
の
跡
目
継
承
に
先
立
ち
、「
久
場
川
村
」
新
城
子

に
よ
る
「
口
上
覚
」（
一
八
六
五
年
）
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。

　

【
文
書
２
】

　
　
　
　

口
上
覺

乍
恐
申
上
候
、
私
妻
可
満
戸
事
讀
谷
山
間
切
上
地
村
百
姓
う
し
照
屋
女
ニ
而
御

座
候
處
、
幼
少
之
比こ

ろ

与
里
繰
組
之
相
續
仕
、
去
々
年
八
月
致
婚
礼
、
此
節
女
子

真
牛
致
出
生
申
候
。
右
ヶ
可
満
戸
事
、
素
与よ

里り

農
行
仕
儀
無
御
座
候
間
、
別
紙

出
子
証
文
通
申
様
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
。
此
旨
冝
様
御
取
成
可
被
下
儀
奉
願

候
。
以
上
。

　
　
　

丑 

久
場
川
村

　
　
　
　

九
月 

新
城
子
（
印
）

　
　
　

右
之
通
相
違
無
御
座
候
間
、
願
筋
御
達
被
下
度
奉
存
候
。
以
上
。

　
　
　
　

丑 

一
門

　
　
　
　
　

九
月 

新
城
里
之
子
（
印
）

 

子
母
方
親
類

う
し
照
屋
（
墨
点
）

　
　
　

右
之
通
相
違
無
御
座
候
間
、
願
筋
御
達
被
下
度
（
以
下
欠
損
）

　

本
状
作
成
の
丑
九
月
（
同
治
四
年
乙
丑
）
の
時
点
で
は
、
朝
進
は
「
久
場
川
村
向

氏
伊
志
嶺
親
雲
上
」
が
頭
の
与く

み

中
に
属
し
て
い
た
が
、
読
谷
山
間
切
座
来
味
村
に
居

住
（
居
分
）
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
別
紙
と
は
長
女
真
牛
（
同
治
四
年
乙
丑
八
月

廿
八
日
生
）
の
“
生
子
証
文
”
で
あ
り
、
新
城
子
は
「
居
分
讀
谷
山
間
切
仮
居
」
と

あ
る
が
、「
農
行
不
仕
段
糺
済
」
と
朱
筆
が
書
き
込
ま
れ
「
大
与
座
之
印
」
が
押
さ
れ
、

滞
り
な
く
処
理
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
次
の
断
簡
は
【
文
書
２
】
の
欠
損
部
分
で

あ
ろ
う
。

　
　
　

奉
存
以
上

　
　
　
　

丑

　
　
　
　
　

九
月 

與
中
無
系
稲
福
筑
登
之
妻
名
代　
　
　
　
　

福　
　
　

地　
　
　

子
（
印
）

同
嫡
子
大
田
里
之
子
親
雲
上
女
子
真
亀
名
代

平
安
名
里
之
子
親
雲
上
（
印
）

同
次
男
新
城
里
之
子
親
雲
上
名
代　
　
　
　

神　

谷　

親　

雲　

上
（
印
）

與
頭
伊
志
嶺
里
之
子
親
雲
上
名
代　
　
　
　

福　

地　

親　

雲　

上
（
印
）

　
　
　

右
之
通
相
違
無
御
座
候
。
以
上
。

　
　
　
　

丑
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九
月 

讀
谷
山
間
切
座
来
味
村
掟　
　
　
　
　
　
　

上　

地　

に　

や
（
印
）

大
掟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呉　

屋　

に　

や
（
印
）

地
頭
代　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇

座

親

雲

上
（
印
）

　
　
　

右
之
通
相
違
無
御
座
候
。
以
上
。

　
　
　
　

丑

　
　
　
　
　

九
月 

検
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

波
田
間
筑
登
之
親
雲
上
（
印
）

下
知
役　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
幸
筑
登
之
親
雲
上
（
印
）

　

こ
の
【
文
書
２
】「
口
上
覚
」
の
断
簡
を
見
る
と
、
朝
進
の
与
中
の
人
々
と
読
谷

山
間
切
の
地
方
役
人
（
座
来
味
村
掟
、
大
掟
、
地
頭
代
）、
そ
し
て
当
該
間
切
所
管

の
検
者
・
下
知
役
ま
で
連
署
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
状
は
出
生
の
翌
月
に
提

出
さ
れ
て
お
り
、大
与
座
の
印
が
あ
る
。【
文
書
２
】
と
長
女
の
真
牛
の
「
出
子
証
文
」

そ
し
て
甥
の
真
牛
（
朝
道
）
の
出
子
証
文
（
同
治
七
年
戊
辰
八
月
十
三
日
生
）
に
お

け
る
新
城
子
の
印
は
同
一
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朝
進
の
次
女
真
嘉
戸
（
同
治
九
年
庚

午
五
月
廿
五
日
生
）
の
「
出
子
証
文
」
で
は
新
城
子
は
「
居
分
讀
谷
山
間
切
仮
居
」

と
あ
り
印
が
異
な
る
。
こ
こ
で
も
「
農
行
不
仕
段
之
訴
見
届
」
な
ど
と
朱
筆
が
書
き

込
ま
れ
て
お
り
、田
舎
暮
ら
し
を
疑
わ
れ
て
い
る
。
同
治
七
年
の
生
子
証
文
で
は「
居

分
崎
山
村
」
と
あ
り
、
朝
進
が
座
来
味
の
家
宅
や
生
業
を
手
放
し
、
妻
女
を
連
れ
て

首
里
崎
山
の
朝
長
の
旧
宅
に
移
り
「
新
城
里
之
子
」
と
い
う
位
階
称
号
と
な
る
ま
で

の
紆
余
曲
折
が
窺
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
、「
久
場
川
村
嫡
子
」
朝
憲
が
新
城
家
一
門
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
朝
憲
が
新
城
里
之
子
親
雲
上
と
し
て
表
れ
る
の
は
丑
十
二
月
朔
日
の

伊
志
嶺
親
雲
上
取
次
の
「
覚
」
で
あ
り

（
８
）

、
こ
れ
は
同
年
九
月
の
こ
と
な
の
で
、【
文

書
２
】
と
朝
進
長
女
真
牛
の
「
出
子
証
文
」
に
お
け
る
「
新
城
里
之
子
」
は
朝
憲
で

あ
ろ
う
。
印
影
も
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、朝
要
の
諸
子
朝
進（
松
金
）・

朝
章
（
真
山
戸
）・
朝
倍
（
惠
茶
留
金
）・
朝
英
（
真
三
郎
）
の
「
出
子
証
文
」
に
お

け
る
印
判
と
照
合
す
る
と
、
新
城
里
之
子
親
雲
上
と
い
っ
て
も
父
子
で
印
影
が
異
な

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
朝
長
の
跡
目
を
継
い
だ
朝
進
を
め
ぐ
り
「
向
姓
家
譜
仕
次
」
と
題
す
る

文
書
が
四
点
あ
る
（
も
う
一
点
あ
る
が
印
判
は
な
く
朝
憲
と
朝
要
の
続
柄
と
家
譜
に

記
載
さ
れ
る
朝
憲
の
御
料
理
座
筆
者
の
職
歴
の
み
記
載
）。
い
ず
れ
も
表
紙
が
あ
り

「
五
番
」
の
部
分
に
系
図
座
の
大
判
の
墨
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
氏
集
』

の
番
号
と
対
応
し
て
い
る
。「
糺
合
」
と
「
調
部
」
を
担
当
し
た
系
図
座
役
人
の
印

判
も
あ
る
。
見
開
き
と
末
尾
に
は
系
図
座
の
角
印
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
料
紙
は
上

質
と
は
言
い
が
た
く
、
寸
法
か
ら
し
て
も
家
譜
に
綴
じ
込
ん
で
い
く
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
仮
に
〝
仕
次
書
〟
と
し
て
王
府
発
給
の
文
書
と
し
て

位
置
づ
け
た
い
。
一
点
目
は
安
村
親
雲
上
・
渡
口
親
雲
上
・
川
上
子
の
印
判
が
あ

り
、
所
持
人
は
「
崎
山
村　

新
城
里
之
子
親
雲
上
」。
家
譜
に
よ
る
と
朝
長
は
聞
得

大
君
御
殿
庫
理
筆
者
を
勤
め
た
後
に
黄
冠
に
達
し
て
い
た
。「
六
世
」
朝
進
と
朝
章

が
若
里
之
子
に
叙
さ
れ
た
こ
と
の
み
認
証
し
て
い
る
。
二
点
目
は
「
済
」
と
大
書
さ

れ
、
平
安
座
親
雲
上
と
屋
良
筑
登
之
の
印
判
が
あ
り
、「
四
世
」
朝
長
が
享
年
七
五

で
咸
豊
八
年
五
月
一
四
日
に
歿
し
た
こ
と
朝
長
の
長
男
長
女
が
夭
折
し
た
こ
と
の
み

記
す
。
こ
れ
は
家
譜
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
重
大
な
事
項
で
あ
る
。
三
点
目
は

「
七
冊
引
合
」「
糺
合
済
」
と
墨
書
さ
れ
渡
口
親
雲
上
・
座
来
味
里
之
子
の
印
判
と

真
境
名
子
の
名
が
あ
り
、
所
持
人
は
「
崎
山
村　

新
城
里
之
子
」
と
あ
る
。
朝
要
が

享
年
五
四
で
咸
豊
八
年
十
二
月
十
五
日
に
歿
し
た
こ
と
、
そ
し
て
嫡
子
朝
憲
以
下
の

項
目
が
あ
り
、
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
）
に
お
け
る
「
七
世
」
朝
道
の
父
朝
倍
の

－ 10 －
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死
亡
を
認
証
し
て
い
る
。
四
点
目
は
表
紙
に
「
二
さ
つ
」
と
あ
り
平
安
座
親
雲
上
と

川
上
子
の
印
判
あ
り
、
所
持
人
は
「
新
城
里
之
子
」。「
五
世
」
朝
要
の
三
男
朝
進
が

「
四
世
」
朝
長
に
「
出
継
」
し
「
五
世
」
を
空
け
て
「
六
世
」
の
「
跡
目
」
と
な
っ

た
こ
と
を
図
と
文
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。
表
紙
を
含
め
二
丁
四
葉
で
あ
る
。
そ
の

最
後
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
り
、
系
図
座
の
大
判
の
墨
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　

【
向
姓
家
譜
仕
次
】

六
世
朝
進

童
名
松
金
、
唐
名
向
維
達
。
道
光
十
八
年
戊
戌
十
月
六
日
生
。
原
向
秉
慎
新
城

里
之
子
親
雲
上
朝
要
三
子
。
母
維
東
姓
佐
久
本
親
雲
上
政
盛
女
真
嘉
戸
。
因
叔

祖
父
朝
長
無
嗣
、
光
緒
三
年
丁
丑
五
月
九
日
、
請
旨
継
其
家
統
。

　

こ
れ
ら
「
向
姓
家
譜
仕
次
」
の
存
在
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、「
済
」
と
あ
る
二

点
目
の
冊
子
は
、
朝
長
（
新
城
里
之
子
親
雲
上
）
の
一
代
限
り
の
も
の
で
一
点
目
と

同
じ
く
、
継
承
者
の
「
新
城
里
之
子
」
が
所
持
す
べ
き
四
点
目
の
仕
次
書
に
よ
り
代

替
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
三
点
目
の
朝
要
の
子
と
孫
を
網
羅
す
る
「
糺
合
済
」
に
関
し

て
は
、
重
大
な
項
目
が
欠
如
し
て
い
る
。
そ
れ
は
朝
憲
が
同
治
十
年
辛
未
十
一
月
八

日
（
一
八
七
一
年
一
二
月
一
九
日
）
に
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
明
治
時
代

の
新
城
朝
良
に
よ
る
書
付
に
よ
り
判
明
す
る
こ
と
で
、【
文
書
１
】
に
朝
憲
が
出
て

こ
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
所
持
人
が
新
城
里
之
子
親
雲
上
で
は
な
く
、「
崎
山
村　

新
城
里
之
子
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
朝
憲
の
嫡
子
朝
良
の
成
長
ま
で
叔
父
の
朝
進

が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。さ
ら
に
朝
憲
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

〝
仕
次
書
〟
だ
け
に
依
拠
す
る
と
次
の
家
譜
で
も
「
御
料
理
座
筆
者
」
の
み
の
記
載

と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
役
職
ご
と
に
覚
を
発
給
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
別

の
〝
仕
次
書
〟
に
ま
と
め
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、「
向
姓
世
系
図
」
で
は
朝
長
と
子
女
は
四
世
五
世
、
朝
進
と
女
子
は
六
世

七
世
と
し
、
別
々
の
項
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
仕
次
の
際
に
朝
長
の
家
系
が
別
の
系

図
持
ち
に
な
っ
た
の
か
、
時
代
の
変
化
に
よ
り
、
新
た
に
家
譜
を
作
る
必
要
は
な
く

な
っ
た
の
で
知
る
由
は
な
い
け
れ
ど
も
、
王
朝
末
期
に
家
譜
を
仕
立
て
た
新
城
家
で

は
次
の
仕
次
の
機
会
に
朝
要
・
朝
憲
の
位
階
称
号
や
事
績
だ
け
で
な
く
朝
長
の
跡
目

継
承
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
を
念
頭
に
文
書
を
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
「
覚
」
や
「
出
子
証
文
」
は
散
逸
し
な
い
よ
う
一
つ
穴
で
綴
じ
ら
れ
て
い
る

（
９
）

。

　

以
上
、
新
城
家
に
て
家
譜
の
み
な
ら
ず
一
定
の
文
書
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
将
来
に
行
わ
れ
る
家
譜
の
仕
次
を
強
く
意
識
し
て

い
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
い
。そ
も
そ
も
家
譜
の
仕
次
と
は
、

世
代
が
替
わ
る
た
び
ご
と
に
既
存
の
家
譜
の
装
幀
を
解
き
、
新
た
に
系
図
座
に
よ
っ

て
認
証
さ
れ
押
印
の
あ
る
料
紙
を
綴
じ
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
家

譜
見
開
き
の
鎖
印
は
装
丁
し
て
か
ら
押
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ

れ
で
も
疑
問
が
残
る
。
家
譜
の
作
成
は
自
己
負
担
で
か
な
り
の
費
用
が
か
か
っ
た
と

み
ら
れ
る

）
10
（

。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
最
初
の
部
分
か
ら
仕
立
て
直
す
こ
と
が
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
存
す
る
家
譜
に
つ
い
て
は
管
見
の

限
り
、
元
祖
か
ら
の
系
図
や
序
文
な
ど
と
最
後
の
世
代
に
つ
い
て
の
部
分
と
は
数
世

代
二
百
年
以
上
も
隔
た
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
同
じ
保
存
状
態
で
同
じ

料
紙
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
家
譜
新
調
が
頻
繁
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い

と
す
れ
ば
、
出
生
を
め
ぐ
る
「
証
文
」
や
役
職
や
跡
目
継
承
に
関
す
る
「
覚
」、
家

譜
に
な
い
世
代
の
系
譜
を
整
理
し
た
〝
仕
次
書
〟
な
ど
の
原
本
を
保
持
し
て
お
か
な

け
れ
ば
、
数
世
代
を
経
て
行
わ
れ
る
家
譜
仕
次
の
拠
り
所
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
系
図
座
に
あ
る
家
譜
の
副
本
に
な
い
事
項
は
他
の
公
文
書
に
よ
っ
て

認
証
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
の
で
、
〝
仕
次
書
〟
な
ど
を
反
映
し
た
家
譜
が
成
立
す

る
ま
で
は
ど
の
士
族
も
家
庭
内
に
王
府
発
給
の
文
書
を
保
管
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
新
城
家
文
書
は
、
そ
う
し
た
新
家
譜
に
収
斂
さ
れ
る
前
の
段
階
に
お
け
る
士
族

層
の
公
文
書
管
理
の
様
態
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
は
全
く
の
想
像
に
な
る
が
、
新
し
い
家
譜
が
で
き
る
と
、
旧
家
譜
は
む
し
ろ

－ 11 －
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存
在
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

）
11
（

、
効
力
の
減
じ
た
文
書
類
と
同
じ
く
、
反
故
紙
と
し
て

再
利
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
焼
却
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
祖
先
か
ら
伝
わ
る

古
い
位
牌
や
旧
家
譜
そ
し
て
文
書
を
燃
や
す
と
す
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
相
応
の
場
所

が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
墓
所
の
隅
か
焚
字
炉
で
あ
ろ
う
か

）
12
（

。
特
に
一
八
三
八
年
渡

来
の
冊
封
使
の
説
教
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
い
う
焚
字
炉
に
つ
い
て
は
書
き
物
を
粗
末

に
す
る
と
不
運
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
素
朴
な
信
心
に
訴
え
る
権
威
づ
け
の
観
点

の
み
な
ら
ず
、
近
世
琉
球
に
お
い
て
各
家
庭
と
り
わ
け
士
族
層
で
は
文
書
類
を
確
実

に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
普
及
し
て
い
っ
た

と
い
う
解
釈
の
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
　
板
良
敷
親
雲
上
に
つ
い
て

　

新
城
家
文
書
の
特
徴
と
し
て
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
付
属
文
書
の
点
数
が
比

較
的
多
く
、
家
譜
に
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
士
族
層
の
王
府
へ
の
出
仕
や
職
務
に
つ

い
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
新
城
家
と
は
別
の
家
統

に
属
す
る
向
姓
士
族
の
姿
を
垣
間
見
て
い
き
た
い
。

　

【
文
書
３
】

　
　
　
　

登
川
親
雲
上

此
節
御
寝
廟
御
殿
御
作
廣
之
儀
早
々
御
成
就
無
之
候
而
不
叶
、
日
數
茂
押
詰
候

處
、
精
々
御
働
惣
日
數
廿
日
程
全
御
成
就
、
彼
岸
御
祭
祀
茂
無
御
差
支
被
爲
済
、

御
満
悦
之
御
事
候
右
付
而
者
、
出
精
之
稜
相
見
得
殊
勝
ニ
被

（
一
行
断
裂
に
つ
き
判
読
困
難
）

御
意
被
成
下
候
間
難
有
奉
拜
閲
候
様
係
中
へ
も
可
被
申
渡
与
御
指
圖
ニ
而
候
。

以
上
。

　

巳

　

三
月
十
四
日 

板
良
敷
親
雲
上

　

眞
玉
橋
親
方

右
之
通
、
當
座
日
記
ニ
相
見
得
申
候
。

以
上

　
　
　

普
請
奉
行
所

辰九
月

江　

洲　

子

宮
平
筑
登
之

　

【
文
書
４
】

　
　
　
　

覺

　
　
　
　

普
請
奉
行
所
筆
者
足
内

　
　
　
　
　

新
城
里
之
子
親
雲
上

　
　
　
　

右
御
寝
廟
御
作
り

　
　
　
　

廣
ニ
付
係
り
被
仰
付

　
　
　
　

可
被
下
候
以
上

　
　
　
　

奉
行

　
　
　
　
　
　

登
川
親
雲
上

　
　
　
　

辰

　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　
　
　
　
　
　

眞
玉
橋
親
方

　
　
　
　

右
之
通
當
座
日
記
ニ

　
　
　
　

相
見
得
候
儀
□
□
（
断
裂
に
つ
き
判
読
不
能
）

　
　
　
　

無
御
座
候
以
上

（
角
印
）

　

こ
の
芭
蕉
紙
に
認
め
ら
れ
た
文
書
は
、
道
光
二
四
年
（
一
八
四
四
）
に
普
請
奉
行

登
川
親
雲
上
の
監
督
下
で
施
工
さ
れ
た
首
里
城
東
ア
ザ
ナ
の
寝
廟
修
築
に
「
四
世
」
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朝
要（
一
八
〇
五
～
一
八
五
九
年
）が
携
わ
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る「
覚
」で
あ
る

）
13
（

。【
文

書
３
】
は
同
日
の
別
の
案
件
の
後
に
あ
り
、
料
紙
右
端
と
断
裂
し
て
い
る
二
箇
所
と

普
請
奉
行
所
の
部
分
に
押
印
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
普
請
奉
行
所
の
公
印
と
み
ら

れ
る
。
同
じ
事
項
の
【
文
書
４
】
も
ま
た
勤
務
先
の
業
務
日
誌
（
日
記
）
を
根
拠
に

再
度
認
証
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
職
歴
は
家
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
と
対
照
的
に
那
覇
系
士
族
の
「
葉
姓
家
譜
」
に
は
、
九
世
兼
栄
（
兼
嶋
筑

登
之
親
雲
上
）
が
普
請
奉
行
筆
者
と
し
て
携
わ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
「
褒
状
」
が
掲

載
さ
れ
て
い
る

）
14
（

。

此
の
節
、
御
寝
廟
御
殿
の
御
作
広
の
儀
、
早
々
に
御
成
就
之
無
き
候
て
は
叶
わ

ず
、
日
数
も
押
し
詰
り
候
処
、
精
々
相
い
働
き
惣
日
数
廿
日
程
に
て
全
て
御
成

就
、
彼
岸
の
御
祭
祀
も
御
差
支
無
く
済
ま
せ
ら
れ
御
満
悦
の
御
事
に
候
。
右
に

付
き
て
出
精
の
稜か

ど

相
い
見
得
、
殊
勝
と
思
し
召
し
上
げ
ら
れ
候
段
、
御
近
習
頭

高
安
親
方
を
以
て
御
意
成
し
下
さ
れ
候
間
、
有
り
難
く
拝
聞
奉
り
候
様
、
係
中

へ
も
申
し
渡
さ
る
可
き
旨
、
御
差
図
ニ
て
候
。
以
上
。

巳
三
月
十
四
日 
板
良
敷
親
雲
上

真
玉
橋
親
方

右
の
通
り

御
意
成
し
下
さ
れ
候
段
、
仰
せ
渡
さ
れ
候
間
、
有
り
難
く
拝
承
奉
る
可
く
候
。

以
上
。

巳
三
月
十
四
日 

真
玉
橋
親
方

普
請
奉
行
所
筆
者
懸
け
て
御
寝
廟
御
殿
御
作
広
付
係

兼
嶋
筑
登
之
親
雲
上

　

こ
ち
ら
の
方
は
板
良
敷
親
雲
上
が
真
玉
橋
親
方
に
上
申
し
て
認
証
し
て
も
ら
い
、

御
近
習
頭
の
高
安
親
方
を
介
し
て
尚
育
王
の
「
御
意
」
を
得
て
、
そ
れ
を
示
す
書
状

を
当
人
に
交
付
す
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
ん
で
お
り
、
王
府
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
家
譜
に
転
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
家
譜
仕

次
の
際
に
、
褒
状
に
つ
い
て
系
図
座
が
関
係
部
局
に
照
合
し
て
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
褒
状
の
内
容
が
系
図
座
に
よ
っ

て
再
度
認
証
さ
れ
て
家
譜
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
褒
状
原
本
の
印
判
が
系

図
座
の
朱
印
（
鎖
印
）
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
な
お
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
大
量
に
発
給
さ
れ
た
と
思
し
き
褒
状
原
本
は
ほ
と
ん
ど
遺
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が

）
15
（

、
そ
れ
は
当
該
内
容
を
記
載
し
て
い
る
家
譜
さ
え
保
管

し
て
い
れ
ば
無
く
て
も
問
題
な
い
と
い
う
認
識
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

当
人
か
ら
の
要
請
に
対
し
て
上
司
が
「
取
次
」
し
た
「
覚
」
に
は
「
法
司
之
印
」
が

押
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
家
譜
に
必
ず
収
録
さ

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
経
歴
に
つ
い
て
「
口
上
覚
」「
言
上
控
」
と
し
て
ま
と
め
て

上
申
し

）
16
（

、
こ
れ
を
認
証
し
て
も
ら
う
際
に
「
覚
」
が
添
付
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
寝
廟
の
普
請
に
関
与
し
た
板
良
敷
親
雲
上
は
牧
志
朝
忠
（
一
八
一
八

～
一
八
六
二
年
）
と
は
全
く
の
別
人
で
あ
る
。
こ
の
時
、
朝
忠
の
位
階
称
号
は
「
板

良
敷
里
之
子
」
で
あ
り
、
板
良
敷
里
之
子
に
よ
る
仏
人
宣
教
師
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
へ
の

対
応
を
め
ぐ
る
文
書
に
板
良
敷
親
雲
上
の
署
名
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

）
17
（

。
こ
の
板
良
敷

親
雲
上
は
道
光
年
間
に
申
口
方
の
双
紙
庫
理
を
務
め
た
こ
と
が
あ
り

）
18
（

、
朝
忠
が
読
谷

山
間
切
大
湾
そ
し
て
真
和
志
間
切
牧
志
の
知
行
持
と
な
っ
た
後
も
同
じ
位
階
称
号
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

）
19
（

。
朝
忠
が
「
板
良
敷
里
之
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
は
、
新
城

家
の
事
例
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
父
祖
が
大
里
間
切
板
良
敷
の
地
頭
職

を
拝
領
し
て
い
た
経
緯
か
ら
名
嶋
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
両
板
良
敷
の
家
譜

は
参
照
で
き
て
い
な
い
が

）
20
（

、
尚
家
文
書
第
四
三
四
号
「
道
光
八
年
子
跡
目
僉
議
」
に

て
向
姓
板
良
敷
親
雲
上
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
僉
議
の
内
容
は
家
統
継
承

者
に
よ
る
地
頭
職
の
引
き
継
ぎ
の
当
否
を
表
十
五
人
（
下
の
座
）
を
構
成
す
る
申
口

－ 13 －
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方
の
役
人
が
審
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
家
譜
を
参
照
し
て
経
歴
を
確
認
し
、
慣
例
な

ど
を
勘
案
し
、
摂
政
・
三
司
官
（
上
の
座
）
の
た
め
の
素
案
を
提
示
し
て
い
る
。

　

尚
家
文
書
第
四
三
二
～
四
三
六
号
の
跡
目
僉
議
は
、
現
状
の
家
譜
で
は
確
認
で
き

な
い
士
族
の
経
歴
に
つ
い
て
知
り
う
る
し
、
古
琉
球
に
溯
る
家
系
や
薩
摩
が
「
御
国

元
」
と
な
っ
た
近
世
初
頭
の
事
績
な
ど
に
言
及
し
て
お
り
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
初

代
の
み
の
知
行
持
で
あ
っ
た
向
姓
新
城
家
は
該
当
し
な
い
け
れ
ど
も
、
向
姓
板
良
敷

親
雲
上
・
同
里
之
子
に
関
す
る
部
分
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
　

僉
議

向
氏
板
良
敷
親
雲
上
相
果
候
付
、
跡
地
頭
所
相
續
之
儀
吟
味
被
仰
付
、
家
譜
相
糺
、

私
共
申
請
候
趣
左
ニ
申
上
候
。

系
祖　
　

桑
江
親
雲
上

一　

下
庫
理
小
赤
頭
。

一　

冠
船
之
時
、
踊
童
子
。

一　

鎖
之
大
屋
子
。

一　

取
納
座
筆
者
与
里
大
屋
子
。

一　

年
頭
御
使
者
與
力
。

一　

御
船
手
大
屋
子
。

一　

御
書
院
御
物
當
。

一　

王
子
御
使
者
惣
大
親
與
力
ニ
而
上
國
。

一　

御
物
奉
行
方
相
附
筆
者
よ
り
筆
者
。

一　

右
遂
而
楷
船
御
作
事
主
取
。

一　

渡
唐
大
筆
者
。

一　

返
上
物
宰
領
。

一　

琉
藏
役
。

一　

大
唐
船
御
作
事
主
取
。

一　

返
上
物
宰
領
才
府
足
。

一　

御
船
手
奉
行
。

一　

北
谷
間
切
桑
江
地
頭
所
。

一　

王
子
大
親
。

一　

才
府
ニ
而
渡
唐
病
死
。

二
代　
　

桑
江
親
雲
上

一　

下
庫
理
里
之
子
。

一　

冠
船
付
御
振
舞
方
筆
者
。

一　

取
納
座
筆
者
よ
り
大
屋
子
。

一　

御
書
院
御
物
當
。

一　

父
之
家
統
を
繼
、
北
谷
間
切
桑
江
地
頭
所
。

一　

大
臺
所
大
屋
子
。

一　

寺
社
座
假
中
取
。

一　

御
近
習
相
附
与
里
御
近
習
。

一　

仕
上
世
座
大
屋
子
。

一　

王
子
大
親
。

一　

御
物
座
帳
當
。

一　

琉
藏
役
。

一　

下
庫
理
御
番
頭
。

一　

唐
与
里
御
拜
領
之
御
筆
御
額
御
仕
立
付
奉
行
。

一　

西
山
奉
行
。

一　

官
舎
。

一　

伊
江
嶋
下
知
役
。

一　

 

才
府
ニ
而
渡
唐
歸
帆
之
砌
大
嶋
漂
着
、
返
上
物
大
和
船
江
積
入
宰
領
ニ
而
上
國

之
砌
、
児
ヶ
水
浦
ニ
而
乘
船
破
船
溺
死
。
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附

　
　

一　

 

於
唐
取
拂
帳
無
遅
々
勘
定
相
遂
、
御
物
至
不
足
無
之
、
書
付
を
以
御
褒
美
。

　
　

一　
 

貳
番
方
諸
反
物
并
御
京
銀
品
位
冝
、
買
欠
買
不
足
等
少
、
御
書
付
を
以
御

褒
美
。

一　

申
口
座

　
　
　

 

但
渡
唐
之
砌
、
唐
土
近
ニ
而
賊
船
七
艘
ニ
被
取
圍
候
處
、
船
中
一
統
精
力
を

盡
相
防
、
賊
人
四
人
鉄
砲
ニ
而
討
倒
、
無
組
之
内
手
負
無
之
無
難
ニ
那
覇
江

乘
戻
、
重
而
渡
唐
之
砌
も
賊
船
五
艘
ニ
被
相
圍
候
得
共
、
勇
力
を
厲
相
防
無

難
乘
届
候
。
爲
御
褒
美
御
國
元
与
里
御
米
拜
領
、
於
御
當
地
茂
銘
々
御
褒
美

被
仰
付
、
就
中
桑
江
事
者
頭
役
之
御
取
分
を
以
右
御
位
被
成
下
候
上
、
猶
又

地
頭
所
明
合
候
節
、
冝
方
江
御
繰
替
被
成
下
候
様
、
言
上
相
濟
不
慮
ニ
相
果

候
處
、
嫡
孫
江
家
督
之
砌
、
被
板
良
敷
地
頭
所
江
御
繰
替
被
成
下
。

三
代　
　

板
良
敷
親
雲
上

一　

祖
父
之
家
統
を
繼
、
大
里
間
切
板
良
敷
地
頭
所
。

一　

給
地
御
藏
筆
者
。

一　

取
納
座
假
筆
者
与
里
筆
者
。

一　

御
物
奉
行
方
足
筆
者
与
里
筆
者
。

　
　

附一　

 

本
職
遂
而
北
谷
・
具
志
川
兩
間
切
御
接
地
糺
方
付
、
田
地
奉
行
相
□

（
合
カ
）兩

間

切
江
差
越
御
益
筋
取
計
候
付
、
書
付
を
以
御
褒
美
。

一　

 

右
同
久
米
兩
間
切
疲
入
諸
事
、
爲
差
引
西
平
親
方
江
相
附
渡
海
、
下
知
方

之
詮
相
立
候
付
、
間
之
御
使
者
與
力
同
前
之
旅
功
御
取
揚
、
御
心
付
之
役

所
も
同
様
御
見
合
被
仰
付
候
段
、
被
達
上
閲
御
褒
美
、
右
功
を
以
嫡
子
板

良
敷
里
之
子
江
錢
御
藏
筆
者
代
役
被
仰
付
。

一　

 

右
同
久
米
村
冝
志
保
筑
登
之
親
雲
上
家
財
入
組
一
件
糺
方
付
、
平
等
所
大

屋
子
足
。

一　

琉
球
館
重
書
役
。

　
　

附一　

 

館
内
届
砂
糖
之
儀
付
、
御
國
元
江
御
訴
訟
被
仰
上
候
付
、
掛
被
仰
付
上
國

之
上
首
尾
能
相
勤
。

一　

同
時
江
戸
立
杉
板
行
一
件
付
寄
掛
相
勤
書
付
を
以
御
褒
美
。

一　

重
書
役
之
功
を
以
、
甥
桑
江
里
之
子
江
砂
糖
座
筆
者
代
役
被
仰
付
。

一　

御
欠
略
付
諸
事
取
〆
中
取
。

一　

右
遂
而
御
賦
調
部
主
取
。

一　

上
納
砂
糖
方
掛
検
者
。

一　

御
近
習
相
附
。

一　

給
地
中
取
。

　
　
　

附　

本
職
遂
而
唐
船
御
作
事
并
御
修
補
主
取
四
度
。

右
之
通
、
家
譜
相
見
得
申
候
、
然
者
二
代
相
續
才
府
相
勤
候
方
者
、
四
代
迄
地

頭
所
相
續
被
仰
付
、
四
代
目
江
家
督
之
砌
者
、
地
頭
所
輕
方
江
御
繰
替
被
下
置

候
。
桑
江
事
茂
父
子
才
府
相
勤
最
早
四
代
目
江
相
續
之
事
候
得
共
、
子
桑
江
渡

唐
之
砌
、
賊
船
防
方
行
届
候
御
褒
美
を
以
、
三
代
板
良
敷
親
雲
上
江
家
督
之
砌
、

地
頭
所
冝
方
江
御
繰
替
被
下
置
ニ
而
、
猶
又
跡
目
江
不
相
替
相
續
被
仰
付
方
ニ

茂
可
有
之
哉
与
先
例
相
糺
候
處
、
近
キ
比
ニ
者
右
程
之
例
無
之
。

康
煕
拾
貳
年
進
貢
船
渡
唐
之
砌
、
於
定
海
賊
船
拾
三
艘
ニ
被
取
圍
候
處
、
其
節

之
才
府
志
多
伯
親
雲
上
・
官
舎
石
川
親
雲
上
、
賊
船
相
防
、
唐
乘
着
御
用
物
買

調
歸
帆
、
志
多
伯
者
返
上
物
宰
領
、
新
知
高
三
拾
石
地
頭
所
を
茂
御
繰
替
被
下

置
候
處
、
其
後
依
御
咎
目
、
嶋
知
行
被
召
揚
、
石
川
者
地
下
御
奉
公
貳
拾
五
度
、

官
舎
不
相
勤
以
前
地
頭
所
頂
戴
及
貳
度
、
御
繰
替
其
身
一
代
被
下
置
、
大
筆
者

東
恩
納
親
雲
上
者
數
刻
相
戰
段
々
疵
を
負
危
難
相
凌
、
返
上
物
宰
領
、
仲
地
地

頭
所
、
其
後
東
恩
納
地
頭
所
江
御
繰
替
一
世
被
下
、
北
京
大
筆
者
湧
田
親
雲
上
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ニ
者
辰
よ
り
申
之
時
迄
相
戰
、
終
ニ
致
討
死
候
付
、
跡
目
江
一
世
切
米
三
石
被

下
置
、
脇
通
事
伊
差
川
親
雲
上
事
不
惜
身
命
相
戰
、
賊
人
貳
人
相
果
、
自
身
ニ

茂
向
疵
負
半
死
半
生
之
躰
ニ
而
唐
着
右
成
行
、
提
督
撫
院
御
呼
及
段
々
療
治
方

被
仰
付
平
癒
、
右
忠
節
御
取
揚
ニ
而
候
半
、
仲
井
真
地
頭
所
被
下
、
其
後
伊
差

川
地
頭
所
江
御
繰
替
、
且
右
之
勳
功
并
其
子
御
奉
公
振
旁
御
取
譯
、
跡
目
江
茂

不
相
替
相
續
被
仰
付
置
候
。
依
之
相
考
候
得
者
、桑
江
一
船
之
役
者
御
褒
美
向
、

大
通
事
者
正
議
大
夫
、
存
留
中
議
大
夫
、
総
官
座
敷
御
位
、
官
舎
者
旅
願
之
砌
、

其
功
御
見
合
可
被
仰
付
段
被
仰
渡
、
六
年
目
ニ
才
府
・
大
筆
者
・
脇
筆
者
者
御

心
付
之
役
所
早
目
被
仰
付
い
つ
連
茂
其
身
迄
ニ
而
御
褒
美
相
濟
一
躰
之
働
御
褒

美
之
程
合
等
前
文
例
ニ
者
難
比
。

桑
江
事
茂
一
船
之
役
者
中
御
褒
美
之
振
合
を
以
申
口
座
御
位
被
成
下
、
猶
又
頭

役
之
御
取
譯
を
以
地
頭
所
明
合
候
節
、冝
方
江
御
繰
替
被
成
下
候
様
言
上
相
濟
、

不
慮
ニ
相
果
候
處
、
跡
目
江
家
督
相
續
之
砌
、
地
頭
所
冝
方
江
御
繰
替
被
下
置

事
候
得
者
、
此
上
四
代
目
迄
地
頭
所
不
相
替
相
續
被
仰
付
候
而
者
、
其
節
之
役

者
中
御
褒
美
向
ニ
相
竝
不
申
候
間
、
地
頭
所
者
輕
方
江
御
繰
替
被
成
下
可
然
哉

与
吟
味
仕
候
。
乍
然
何
分
御
賢
慮
次
第
奉
存
此
段
申
上
候
。
以
上
。

　

寅

　
　
　

七
月 

名
護
里
之
子
親
雲
上
（
印
）

勝

連

親

雲

上
（
印
）

金
武
里
之
子
親
雲
上
（
印
）

上

江

洲

親

雲

上
（
印
）

佐
久
田
里
之
子
親
雲
上
（
印
）

瀬

底

親

雲

上
（
印
）

外

間

親

雲

上
（
印
）

眞

玉

橋

親

雲

上
（
印
）

高

嶺

親

雲

上
（
印
）

　

板
良
敷
親
雲
上
は
桑
江
親
雲
上
の
孫
で
あ
る
。
二
代
続
い
た
桑
江
親
雲
上
の
経
歴

に
は
、
尚
敬
王
・
尚
穆
王
の
冊
封
（
一
七
一
九
年
、
一
七
五
六
年
）
に
お
け
る
踊
童

子
・
御
振
舞
筆
者
そ
し
て
王
子
上
国
（
一
七
二
九
年
北
谷
王
子
、
一
七
二
二
年
越
来

王
子
、
一
七
四
八
年
具
志
川
王
子
な
ど
）
の
際
の
惣
大
親
与
力
と
し
て
の
供
奉
が
あ

り
、さ
ら
に
才
府
と
返
上
物
宰
領
と
い
う
中
国
と
日
本
と
の
貿
易
を
成
立
さ
せ
る「
旅

役
」
が
あ
る
。
進
貢
船
・
接
貢
船
に
お
い
て
才
府
は
勢
頭
・
大
夫
に
次
ぐ
役
職
で
あ

り
、
首
里
系
の
桑
江
父
子
は
大
筆
者
な
い
し
官
舎
を
経
て
就
任
し
て
い
る
。
新
城
家

に
は
こ
れ
が
な
く
、
地
位
が
急
速
に
下
が
っ
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

初
代
桑
江
親
雲
上
は
才
府
と
し
て
福
州
滞
在
中
に
病
死
し
、
乾
隆
六
〇
年
乙
卯

（
一
七
九
五
）
の
接
貢
船
に
は
二
代
目
桑
江
親
雲
上
が
座
乗
し
て
い
た
。
福
州
府
連

江
県
定
海
湾
あ
た
り
で
海
賊
船
七
艘
に
包
囲
さ
れ
た
時
、
乗
組
員
が
火
縄
銃
で
四
人

を
射
殺
す
る
な
ど
抵
抗
し
、
一
旦
那
覇
に
帰
投
し
て
再
渡
航
し
た
際
も
襲
撃
さ
れ
た

が
無
事
に
入
港
し
て
い
る

）
21
（

。
し
か
し
、
返
上
物
宰
領
の
任
務
で
は
薩
摩
半
島
最
南
端

の
児
ヶ
水
（
ち
ょ
が
み
ず
）
で
難
破
し
て
落
命
し
た

）
22
（

。
こ
の
曾
祖
父
・
祖
父
の
功
績

に
よ
り
板
良
敷
の
地
頭
職
を
あ
て
が
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
当
人
は
御
物
奉
行
配
下

の
事
務
的
な
役
職
を
歴
任
し

）
23
（

、
鹿
児
島
の
琉
球
館
に
勤
め

）
24
（

、
給
地
方
の
中
取
在
任
中

に
死
去
し
た
。
こ
の
僉
議
で
は
、
新
た
に
功
績
を
挙
げ
た
者
の
た
め
に
四
代
経
過
す

る
と
地
頭
職
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
い
う
原
則
に
依
拠
し
て
い
る

）
25
（

。
位
階
称
号
も
経

歴
も
全
く
記
さ
れ
な
い
三
代
目
板
良
敷
親
雲
上
の
父
は
代
数
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
の
祖
父
の
存
在
と
板
良
敷
親
雲
上
が
先
代
同
様
の
業
績
を
残
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
板
良
敷
親
雲
上
の
嫡
子
「
板
良
敷
里
之
子
」
は
既

に
「
御
蔵
役
筆
者
代
役
」
と
し
て
出
仕
し
て
お
り
、
し
か
も
僉
議
で
は
板
良
敷
村
か

ら
別
の
地
頭
所
に
変
更
す
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
と
同

じ
知
行
持
と
い
う
地
位
を
認
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
僉
議
の
時
期
に
つ
い
て
は
、「
寅
七
月
」
の
み
で
あ
る
が
、
御
近
習
頭

の
高
安
親
方
が
取
り
次
い
だ
と
い
う
朱
書
き
か
ら
す
る
と
、
道
光
二
二
年
壬
寅
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（
一
八
四
二
）
と
推
測
さ
れ
る

）
26
（

。
そ
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
同
二
四
年
以
降
の
史
料

に
板
良
敷
親
雲
上
の
名
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

）
27
（

。
こ
の
板
良
敷
親
雲
上
の
姓
名

や
詳
細
な
経
歴
は
不
明
で
あ
る
が

）
28
（

、
僉
議
の
結
果
を
受
け
て
地
頭
所
の
交
替
を
受
け

た
者
で
、
向
姓
板
良
敷
里
之
子
よ
り
年
長
で
序
列
の
高
い
別
の
家
統
の
人
物
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
経
歴
の
確
認
に
お
い
て
家
譜
を
参
照
し
て
い
る
僉
議
史
料
で
は
あ

る
が
、
お
よ
そ
個
々
人
の
名
前
を
記
さ
な
い
。
そ
の
た
め
、
向
姓
板
良
敷
里
之
子
が

果
た
し
て
当
歳
二
五
の
向
永
功
（
朝
忠
）
な
の
か
自
明
で
は
な
い
。
ま
た
、
朝
忠
が

い
つ
帰
国
し
た
の
か
正
確
な
時
期
を
把
握
し
て
い
な
い
が
、
道
光
二
四
年
六
月
か
ら

の
出
仕
が
確
認
で
き
る

）
29
（

。
少
な
く
と
も
、
赤
冠
の
向
姓
板
良
敷
里
之
子
が
自
己
の
才

覚
と
実
績
に
よ
っ
て
黄
冠
（
里
之
子
親
雲
上
・
親
雲
上
）
へ
と
立
身
出
世
を
は
か
る

し
か
な
い
立
場
に
お
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
中

国
で
直
接
官
話
な
ど
を
学
ん
だ
朝
忠
に
は
、
こ
の
時
期
に
緊
急
に
求
め
ら
れ
た
特
別

な
能
力
が
あ
っ
た
。
渡
唐
・
上
国
・
江
戸
立
な
ど
対
外
的
用
務
に
加
え
て
も
ら
う
こ

と
に
よ
り
、
自
己
修
練
に
務
め
出
仕
の
糸
口
を
さ
ぐ
る
と
い
う
姿
勢
は
新
城
家
に
も

見
出
す
こ
と
が
で
き
る

）
30
（

。

お
わ
り
に

　

向
姓
板
良
敷
里
之
子
（
朝
忠
）
は
高
い
語
学
力
と
交
渉
力
を
活
か
し
て
立
身
を
は

か
っ
た
が
、
申
口
方
の
日
帳
主
取
に
達
し
た
昇
進
は
か
え
っ
て
王
府
上
層
の
猜
疑
心

を
生
じ
さ
せ
、
遺
さ
れ
た
妻
子
を
貧
窮
に
追
い
や
る
結
果
を
招
い
た

）
31
（

。
新
城
親
雲
上

を
系
祖
と
す
る
家
統
で
は
そ
う
し
た
境
遇
の
激
変
と
無
縁
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
軌
跡
は
増
加
す
る
一
方
の
王
統
傍
系
の
人
々
に
と
っ
て
再
び

親
方
ク
ラ
ス
の
紫
冠
へ
と
上
昇
す
る
可
能
性
が
ほ
ぼ
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的

に
示
し
て
い
る
。
二
一
歳
の
時
に
新
城
里
之
子
朝
憲
朝
は
、
上
里
筑
登
之
親
雲
上
が

取
納
座
の
「
定
式
加
増
筆
者
」
に
昇
格
し
た
こ
と
で
「
加
増
加
勢
筆
者
」
に
就
く
こ

と
が
で
き
た
（
取
納
奉
行
冨
名
腰
親
雲
上
が
取
次
の
覚
）。
他
方
に
お
い
て
、
新
城

一
門
が
首
里
圏
内
に
住
み
続
け
な
が
ら
別
の
場
所
で
別
の
方
途
を
摸
索
し
て
い
た
こ

と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
弟
朝
進
の
崎
山
新
城
家
の
継
承
に
あ
た
り
、「
六
世
」

嫡
子
の
朝
憲
が
後
難
を
慮
り
法
的
物
権
の
確
保
に
尽
力
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地

が
な
い

）
32
（

。
久
場
川
と
崎
山
と
に
分
か
れ
て
い
て
も
、
一
門
と
し
て
相
互
に
協
力
す
る

こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る

）
33
（

。
こ
う
し
て
、
〝
平
等
〟
を
建
前
と
す
る
新
た
な

時
代
を
迎
え
て
か
ら
の
立
身
の
た
め
の
模
索
と
努
力
、
さ
ら
に
未
曾
有
の
戦
災
と
戦

後
の
諸
事
情
を
経
て
、
近
世
琉
球
の
家
伝
史
料
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
畏
敬
の
念
を

禁
じ
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

台
湾
大
学
所
蔵
本
を
底
本
と
し
た
『
氏
集　

首
里
那
覇
』（
増
補
版
、
那
覇
市
企
画
部

文
化
振
興
課
、
一
九
八
九
年
）
の
解
説
を
参
照
。

（
２
）　

新
城
家
文
書
に
つ
い
て
は
、「
伊
江
御
殿
家
関
係
資
料
」
国
重
要
文
化
財
指
定
記
念
・

那
覇
市
歴
史
博
物
館
企
画
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
古
文
書
に
見
る
首
里
・
那
覇
の
士
族
社
会
』

（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
二
〇
年
）
に
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
家
譜
と
附
属
資
料
の
カ

ラ
ー
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

尚
綱
（
朝
奇
）
に
つ
い
て
は
、『
中
山
世
譜
』
巻
八
尚
貞
王
、『
王
代
記
』（
琉
球
大
学

附
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文
庫
）
を
参
照
。

（
４
）　

『
沖
縄
の
家
譜
―
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
Ⅵ
』（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）

を
参
照
。

（
５
）　

前
年
十
二
月
段
階
の
下
書
き
も
遺
さ
れ
て
い
る
。
親
類
と
し
て
向
氏
久
手
堅
親
雲
上

の
名
が
あ
る
が
、
葛
氏
嫡
子
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
朝
設
・
朝
長
の
母
真
鶴
の
実

家
は
葛
氏
で
あ
り
、
そ
の
縁
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）　

雍
正
八
年
（
一
七
三
〇
）
の
「
系
図
座
規
模
帳
（
仮
題
）」
に
「
無
足
之
者
跡
目
之
義

身
之
計
迄
ニ
而
次
男
三
男
ゟ
家
督
さ
せ
候
儀
不
宜
義
候
向
後
一
門
親
類
次
を
以
申
出
候
ハ
ヽ
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能
々
遂
吟
味
於
御
系
図
座
可
相
達
事
」
と
あ
る
。
沖
縄
県
立
図
書
館
史
料
編
纂
室
編
『
沖
縄

県
史
料
』
前
近
代
六
首
里
王
府
仕
置
二
（
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）
に
収
録
。

（
７
）　

朝
長
に
は
次
男
が
い
た
が
届
を
出
す
前
に
死
亡
し
て
い
た
と
い
う
書
付
が
あ
る
。
確

か
に
家
譜
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
う
し
た
家
族
成
員
を
含
め
て
祭
祀
を
執
り
行
う

こ
と
が
跡
目
継
承
者
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
８
）　

朝
憲
の
長
女
真
牛
（
咸
豊
六
年
丙
辰
六
月
三
日
生
）、
次
女
真
鶴
（
同
治
四
年
乙
丑
正

月
五
日
生
）
の
「
出
子
証
文
」
で
は
新
城
里
之
子
で
あ
り
、
後
者
で
は
居
分
崎
山
村
と
あ
る

が
、
印
判
は
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。

（
９
）　

出
子
証
文
に
つ
い
て
は
、
伊
集
守
道
氏
に
よ
る
悉
皆
調
査
「
近
世
琉
球
の
生
子
証

文
」（『
古
文
書
研
究
』
九
二
、二
〇
二
一
年
）
が
あ
り
、
そ
の
保
管
を
必
要
と
し
た
状
況
に

つ
い
て
は
「
近
世
琉
球
の
『
掠
入
』
と
生
子
証
文
の
機
能
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
五
〇
号
、

二
〇
二
三
年
）
に
詳
し
い
。
死
亡
に
つ
い
て
は
、
〝
仕
次
書
〟
に
て
生
没
年
と
命
日
・
法
号

が
認
証
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
届
を
法
的
物
権
と
し
て
遺
す
必
要
性
は
低
か
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。
こ
と
に
号
（
法
号
）
は
戒
名
の
頭
の
部
分
で
お
よ
そ
寺
院
が
与
え
る
名
で
あ
り
、
出

家
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
亡
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

（
10
）　

小
橋
川
家
文
書
に
は
、
家
譜
作
成
の
費
用
を
記
し
た
資
料
が
あ
る
と
い
う
。

（
11
）　

士
族
で
な
い
身
分
の
者
が
偽
造
し
た
系
図
を
家
譜
に
混
入
し
て
士
籍
に
入
ろ
う
と
す

る
不
正
が
ま
ま
あ
り
、
こ
れ
を
王
府
で
は
「
掠
め
入
る
」
と
し
て
警
戒
し
て
い
た
。
同
治
八

年
（
一
八
六
九
）
の
事
案
と
当
局
に
よ
る
取
調
べ
処
分
に
つ
い
て
は
、
比
嘉
春
潮
・
崎
浜
秀

明
『
沖
縄
の
犯
科
帳
』（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
の
26
項
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
巧
妙
に

仕
組
ま
れ
錯
綜
し
た
人
間
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

（
12
）　

蔡
文
溥
（
祝
嶺
親
方
）
の
『
四
本
堂
家
礼
』
に
よ
る
と
、
高
祖
父
以
前
の
古
い
位
牌

は
「
焚
お
さ
め
」、
そ
の
灰
と
位
牌
の
神
主
を
書
き
換
え
る
際
に
洗
っ
た
水
は
「
墓
之
傍
乾

浄
之
地
ニ
埋
候
」
と
あ
る
（
代
替
之
時
位
牌
書
様
之
事
）。
同
書
が
図
示
す
る
儒
教
的
法
式

の
位
牌
は
桑
や
栗
な
ど
の
無
垢
で
神
主
の
名
は
墨
書
さ
れ
る
簡
素
な
も
の
で
あ
り
、
経
書
に

よ
る
と
祭
祀
の
対
象
外
と
な
る
と
土
中
に
埋
め
ら
れ
る
が
、
琉
球
で
は
「
唐
位
牌
」
と
称
し

て
い
て
も
漆
塗
り
で
仕
立
て
ら
れ
る
。
焚
字
炉
に
つ
い
て
は
、窪
徳
忠
『
中
国
文
化
と
南
島
』

（
第
一
書
房
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

（
13
）　

国
王
と
王
妃
を
祀
る
祭
祀
施
設
と
し
て
の
寝
廟
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
琉

球
の
先
王
廟
と
宗
廟
に
お
け
る
昭
穆
観
念
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
九
一
集
、

二
〇
一
七
年
九
月
）、「
琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
―
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
」（『
沖
縄
文
化

研
究
』
四
七
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）、「
尚
泰
王
の
元
服
と
太
廟
・
寝
廟
を
め
ぐ
る
原
理
の

確
定
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
〇
一
集
、
二
〇
二
二
年
九
月
）
を
参
照
。

（
14
）　

原
文
は
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
８
家
譜
資
料
四
（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
、

一
九
八
三
年
）、
七
四
五
頁
参
照
。

（
15
）　

注
（
４
）
報
告
書
に
お
け
る
付
属
資
料
の
各
項
を
参
照
。

（
16
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
人
ず
つ
予
め
作
成
し
て
お
い
た
冊
子
に
役
職
や
用
務
を
記
入
し

て
い
く
の
が
「
勤
書
」
で
あ
る
。
拙
稿
「
18
世
紀
の
宮
古
島
一
地
方
役
人
の
〝
履
歴
書
〟
―
『
染

地
氏
六
世
勤
書
』
の
料
紙
と
様
式
―
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
三
集
、
二
〇
一
八

年
九
月
）
を
参
照
。

（
17
）　

『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
巻
一
八
、二
一
九
頁
。
注
（
13
）
拙
稿
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

の
一
五
（
二
一
六
）
頁
に
て
同
一
人
物
と
見
な
し
て
い
た
が
訂
正
す
る
。
以
下
、『
琉
球
王

国
評
定
所
文
書
』
全
一
八
巻
補
巻
（
浦
添
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
～
二
〇
〇
一
年
）
は

『
評
定
所
文
書
』
と
略
記
。

（
18
）　

『
評
定
所
文
書
』
巻
一
、四
五
五
頁
。

（
19
）　

『
評
定
所
文
書
』
巻
一
四
巻
「
従
大
和
下
状
」（
咸
豊
六
～
九
年
）。

（
20
）　

注
（
13
）
拙
稿
（
二
〇
二
二
年
九
月
）
に
て
『
沖
縄
県
立
沖
縄
図
書
館
所
蔵
郷
土
史

料
目
録
』（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
の
向
姓
家
譜
（
五
世　

板
良
敷

親
雲
上
）
を
牧
志
朝
忠
の
家
譜
と
し
た
が
（
注
80
）、
こ
の
推
測
も
妥
当
で
は
な
い
。

（
21
）　

し
か
し
、
嘉
慶
二
年
丁
巳
夏
に
帰
国
の
際
は
大
島
に
漂
着
し
、
そ
こ
で
和
船
二
艘
に

積
み
替
え
て
那
覇
帰
着
と
い
う
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、『
球
陽
』
附
巻
三
「（
尚
温
王
）

三
年
、
因
卯
秋
接
貢
船
人
数
遇
海
賊
能
為
戦
防
全
護
公
物
薩
州
褒
奨
賜
米
、
本
国
亦
褒
奨
焉
」

－ 18 －

－ 207 －



前村　佳幸：向姓新城家の軌跡と板良敷親雲上の跡目僉議

を
参
照
。
官
舎
山
元
筑
登
之
親
雲
上
の
家
譜
「
阿
姓
家
譜
（
三
世
守
勝
）」
に
よ
る
と
、
琉

球
館
聞
役
の
上
級
は
桑
江
親
雲
上
（
才
府
）
で
名
乗
は
朝
雄
、
島
津
家
臣
の
褒
状
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
５
家
譜
資
料
一
（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編
集
室
、

一
九
七
六
年
）、
三
八
六
～
三
九
〇
頁
参
照
。

（
22
）　

前
掲
（
注
21
）
史
料
で
は
、
嘉
慶
三
年
戊
午
（
一
七
九
八
）
六
月
五
日
の
褒
状
に
も

見
ら
れ
る
が
、
遭
難
の
こ
と
は
窺
え
ず
存
命
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

（
23
）　

『
球
陽
』
巻
二
〇
尚
灝
王
二
五
年
「
本
年
遣
孟
開
基
指
揮
姑
米
島
」
に
よ
る
と
、
西
平

親
方
が
久
米
島
に
渡
っ
た
の
は
道
光
八
年
（
一
八
二
八
）。
西
平
親
方
は
当
地
で
三
年
間
勧

農
に
あ
た
り
成
果
を
挙
げ
た
と
い
う
。
同
上
「
本
年
（
三
一
年
）
褒
嘉
孟
開
基
西
平
親
方
宗

紀
功
労
頒
賜
品
物
」。

（
24
）　

当
該
の
江
戸
立
は
道
光
一
二
年
（
一
八
三
二
）。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
五
参
照
。

（
25
）　

戦
前
の
那
覇
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
奥
野
彦
六
郎
は
、
地
頭
職
の
跡
目
僉
議
史
料
に

つ
い
て
、「
相
続
」
と
あ
っ
て
も
、「
あ
い
つ
づ
く
」
と
読
む
べ
き
と
す
る
。
各
家
統
に
固
有

の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
代
ご
と
に
由
緒
や
勲
功
に
よ
っ
て
勘
案
さ
れ
る

非
世
襲
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
看
取
し
て
い
る
。『
沖
縄
の
人
事
法
制
史
』（
至

言
社
、
一
九
七
七
年
）、
三
八
一
～
四
一
二
頁
・
五
七
三
頁
参
照
。

（
26
）　

注
（
13
）
史
料
参
照
。『
評
定
所
文
書
』
巻
一
「
案
書
」（
道
光
二
四
年
）、
同
書
巻
二

「
従
大
和
下
状
」（
道
光
二
四
年
）、
咸
豊
八
年
の
日
記
に
も
「
御
近
習
頭
」
と
し
て
連
名
し

て
い
る
（
同
書
巻
一
四
）。

（
27
）　

『
評
定
所
文
書
』
巻
一
「
唐
船
漂
着
致
帰
帆
候
日
記
」（
道
光
二
四
年
）。「
尚
家
文
書
」

第
四
三
四
と
四
三
六
号
に
お
け
る
道
光
二
四
年
以
降
の
跡
目
僉
議
に
も
申
口
方
署
名
人
と
し

て
確
認
で
き
る
。

（
28
）　

『
沖
縄
県
姓
氏
家
系
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
と
、
尚
質
王
次

男
の
大
里
王
子
尚
弘
毅
（
朝
亮
）
の
摩
文
仁
家
か
ら
分
岐
し
た
大
里
里
之
子
親
雲
上
八
世
孫

朝
喜
と
み
ら
れ
る
が
典
拠
不
詳
。
注
（
４
）
報
告
書
著
録
の
０
４
５
「
向
姓
家
譜　

支
流
」

は
向
姓
板
良
敷
家
の
系
譜
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

（
29
）　

『
評
定
所
文
書
』
巻
一
「
唐
船
漂
着
致
帰
帆
候
日
記
」（
道
光
二
四
年
）。

（
30
）　

新
城
子
朝
憲
が
国
頭
王
子
上
国
（
一
八
四
九
年
）
の
際
に
「
内
緒
小
姓
」
と
し
て
参

加
し
た
こ
と
を
「
旅
方
日
記
」
に
基
づ
き
与
力
・
大
親
に
認
証
し
て
も
ら
っ
た
「
覚
」
が
あ
る
。

（
31
）　

喜
舎
場
朝
賢
『
琉
球
見
聞
録
』（
至
言
社
、一
九
七
七
年
）
所
収
「
琉
球
三
冤
録
」「
続

東
汀
随
筆
」
を
参
照
。
喜
舎
場
朝
賢
（
向
廷
翼
）
は
津
波
古
政
正
（
東
国
興
）
に
詩
文
を
学

び
、
そ
の
推
挙
に
よ
り
尚
泰
王
の
近
習
と
し
て
出
仕
し
た
。
琉
球
処
分
後
は
、
久
米
島
の
太

原
開
墾
社
を
経
て
、
島
尻
地
方
仲
村
渠
の
屋
取
（
や
ー
ど
ぅ
い
）
と
し
て
農
業
を
営
み
な
が

ら
余
生
を
送
っ
た
。

（
32
）　

新
城
家
文
書
に
は
家
譜
に
記
載
の
あ
る
「
六
世
」
朝
英
（
真
三
郎
）
の
「
出
子
証
文
」、

朝
進
（
真
山
戸
）・
朝
章
（
松
金
）
の
元
服
に
関
す
る
「
覚
」
も
あ
る
（
大
与
座
の
印
あ
り
）。

朝
英
・
朝
章
は
【
文
書
１
】「
口
上
覚
」
の
申
請
人
で
あ
る
。

（
33
）　

朝
憲
嫡
子
思
亀（
同
治
八
年
己
巳
八
月
九
日
生
）の「
出
生
証
文
」の
連
署
筆
頭
人
は「
居

分
崎
山
村
」
の
新
城
里
之
子
で
あ
る
。
朝
進
で
あ
ろ
う
が
、【
文
書
２
】
の
新
城
子
の
時
と

印
判
が
異
な
る
。

〔
謝
辞
〕
新
城
家
文
書
と
尚
家
文
書
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
収
蔵
機
関
で
あ
る
那
覇
市
歴
史

博
物
館
の
ご
高
配
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
示
し
ま
す
。

〔
附
記
〕
本
稿
はJ

S
P

S

科
研
費
（J

P
20K

00940

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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A Family History of Aragusuku and the Deliberation on Itarashiki Pei-tin’s 

Succession: The Collateral Relatives of the Second Sho Royal Line

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

　Although a man of royalty, nobility, or bureaucratic status in Ryukyu had a Chinese-style family 

name, generally speaking, his official name was a combination of the place name of jito-sho （the lord 

of a manor） and the court rank. The same kanji character was used for generations when giving 

names to boys. Therefore, it is clear that they branched off from the same paternal root. However, 

in the Second Sho Royal Line, the pronunciations and character style of kanji character used for 

collateral families’ surnames were the same as and similar to those used for royal family members, 

respectively. However, the kanji character used for the collateral families’ surname differed from 

those used for the royal family members. As generations went down, collateral families branched off 

further and the ranks of the official positions to be assumed were lowered. Consequently, marked 

differences emerged, even among families belonging to the royal collateral lineage. 

　To understand the conditions of the collateral relatives of the Second Sho Royal Line, this study 

examined ancient documents on the genealogy and family history of Aragusuku owned by the Naha 

City Museum of History. The progenitor of Aragusuku was a grandchild of the 11th King Sho-tei 

（reign: 1669-1709）. According to the genealogy of Aragusuku, although its offices and ranks were 

not high, officially certified documents, such as memoranda and invoices, are in the limelight. This 

is because these documents suggest that there was an intention to reflect Aragusuku’s background 

in future editions of genealogy. Birth certificates and memoranda of oral statements were submitted 

to and certified by the Shuri Royal Government to obtain legal security regarding births and 

inheritances. This study also examined the treatment of the successor of Itarashiki Pei-tin in 

“Atome-Sengi” document No. 434 in Sho-ke-monjo （the Sho Family Collection） and revealed that 

the hereditary succession of jito-shiki was not easy, even in the royal collateral lineage. Jito-shiki 

was a feudal position originating in medieval Japan that brought a certain income and status to its 

holders, even in early modern Ryukyu. The Shuri Royal Government reviewed the retention of jito-

shiki at the time of generational change, and no particular family was allowed to permanently retain 

it. Although they were able to take a slightly advantageous position depending on their fathers’ 

achievements, they essentially had to start over from a low position. In the Sho Family Collection, 

the activities of the collateral relatives of the Second Sho Royal Line are briefly described, such 

as striving for self-discipline, actively accepting even temporary roles, seeking the next position, 

achieving results, and appealing to the Shuri Royal Government. These activities are difficult to 

understand from the description of genealogy.
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